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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期

決算年月 2019年７月 2020年７月 2021年７月 2022年７月 2023年７月

売上高 （百万円） 23,941 41,194 47,556 62,734 52,159

経常利益 （百万円） 1,382 4,049 5,313 9,187 6,697

親会社株主に帰属する当期純

利益
（百万円） 696 2,611 3,574 5,775 4,387

包括利益 （百万円） 966 3,141 4,040 5,740 4,129

純資産額 （百万円） 17,545 20,004 26,746 36,157 38,477

総資産額 （百万円） 54,712 70,142 99,041 118,248 138,821

１株当たり純資産額 （円） 696.15 792.31 970.80 1,206.51 1,314.43

１株当たり当期純利益 （円） 27.86 103.72 130.40 196.82 149.41

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 27.68 103.40 130.19 196.58 149.30

自己資本比率 （％） 31.9 28.5 26.9 30.6 27.7

自己資本利益率 （％） 4.1 13.9 15.3 18.4 11.8

株価収益率 （倍） 40.8 13.8 11.6 8.4 9.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △13,350 7,725 △22,754 15,689 △22,790

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,529 △471 △285 △5,881 △3,609

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 10,522 △1,820 28,040 7,507 17,859

現金及び現金同等物

の期末残高
（百万円） 9,032 14,466 19,457 36,788 28,274

従業員数 （人） 218 249 318 316 332

（注）１．平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第14期の期首から適用してお

り、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって

　　おります。

３．第14期の期首より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にす

　　るため、第11期から第13期についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期

決算年月 2019年７月 2020年７月 2021年７月 2022年７月 2023年７月

売上高 （百万円） 20,477 35,720 44,786 59,193 48,725

経常利益 （百万円） 1,317 3,341 4,873 8,907 5,197

当期純利益 （百万円） 595 1,870 3,234 5,434 2,995

資本金 （百万円） 2,195 2,240 3,071 5,217 5,295

発行済株式総数 （株） 26,161,300 26,309,200 27,468,800 29,971,800 29,259,200

純資産額 （百万円） 16,768 18,871 25,137 34,173 34,974

総資産額 （百万円） 50,700 66,445 96,531 115,275 133,256

１株当たり純資産額 （円） 668.07 747.49 915.28 1,140.48 1,195.44

１株当たり配当額
（円）

21.00 22.00 23.00 24.00 25.00

（１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 23.80 74.29 117.98 185.19 102.02

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 23.65 74.06 117.80 184.96 101.95

自己資本比率 （％） 33.1 28.4 26.0 29.6 26.2

自己資本利益率 （％） 3.6 10.5 14.7 18.3 8.7

株価収益率 （倍） 47.8 19.2 12.8 8.9 13.6

配当性向 （％） 88.2 29.6 19.5 13.0 24.5

従業員数 （人） 151 169 199 208 222

株主総利回り （％） 120.9 153.6 164.5 181.3 156.5

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (91.4) (89.6) (116.3) (121.6) (149.6)

最高株価 （円） 1,208 1,629 1,648 2,556 1,793

最低株価 （円） 829 757 1,179 1,435 1,029

　（注）１．平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

２．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、東京証券取引所の市場区分

の見直しにより、2022年４月４日より東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行しております。

３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第14期の期首から適用してお

り、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

４．第14期の期首より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にする

ため、第11期から第13期についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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２【沿革】

　当社は2009年12月に創業し、その後2010年８月に株式会社コマーシャル・アールイーのマスターリース事業及び賃

貸管理事業を譲受け、不動産管理事業を開始し、2011年７月には物流不動産のマスターリース事業及び賃貸管理事業

を営んでいた株式会社天幸総建を吸収合併しております。

　さらに、2014年８月には、ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社）を

完全子会社化し、アセットマネジメント事業へ進出いたしました。

 

2009年12月 東京都中央区京橋において公共ロジスティックス株式会社を設立

2010年７月 商号を公共シィー・アール・イー株式会社に変更

2010年８月 物流不動産に特化した事業基盤を取得するため、株式会社コマーシャル・アールイーより、マス

ターリース事業及び賃貸管理事業を事業譲受

2010年９月 本社を東京都中央区銀座に移転

2011年７月 営業基盤拡大のため、神奈川県を中心に物流不動産のマスターリース事業及び賃貸管理事業を営

む株式会社天幸総建を吸収合併

2012年７月 営業強化と業務効率化のため、東名横浜町田営業所を廃止し、本社へ統合

2013年１月 事業領域の拡大を目的に神奈川県厚木市においてトランクルーム第１号店の営業を開始

2014年２月 公共建物株式会社、住友商事株式会社、公共投資顧問株式会社、住商リアルティ・マネジメント

株式会社及び当社の５社は、物流施設の運営及び開発に関して、基本合意書を締結

また、住友商事株式会社と当社は、開発事業に関する基本合意書を締結

2014年４月 物流施設「ロジスクエア草加」を売却

2014年６月 商号を株式会社シーアールイーに変更

2014年８月 アセットマネジメント事業への進出を目的とし、ストラテジック・パートナーズ株式会社（現Ｃ

ＲＥリートアドバイザーズ株式会社）の全株式を取得し、完全子会社化

2014年10月 本社を東京都港区虎ノ門に移転

2014年10月 物流施設「ロジスクエア八潮」を売却

2015年３月 物流施設「ロジスクエア日高」を竣工・売却

2015年４月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2015年５月 エリア展開の強化のため、大阪府大阪市に大阪営業所を開設

2015年７月 市場調査等のリサーチ活動等を行うことを目的に、シンガポール駐在員事務所を開設

2015年８月 静岡営業所を厚木営業所へ統合

2015年10月 開発用地仕入能力の強化を目的とし、株式会社エンバイオ・ホールディングスと資本業務提携を

行い、持分法適用関連会社化

2016年４月 シンガポール現地法人ＣＲＥ Ａsia Ｐte. Ｌtd.を設立（シンガポール駐在員事務所は閉鎖）

2016年５月 物流特化型REITの上場を目指し、「ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人」を設立

2016年５月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2016年７月 「ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人」へ物流施設「ロジスクエア久喜」「ロジスクエア羽

生」を売却し、当該投資法人にて私募運用を開始

2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現ストラテジック・パートナーズ株式会社）の全株式を取得し、

完全子会社化

2016年11月 厚木営業所を移転、神奈川営業所へ名称変更

2017年１月 ASEANにおける事業展開を目的にタイ現地法人ＣＲＥ(Thailand)Co.,Ｌtd.設立

2017年２月 アセットマネジメント事業の強化を目的に、ケネディクス株式会社と資本業務提携

2017年２月 子会社NCF不動産投資顧問株式会社の商号をストラテジック・パートナーズ株式会社へ、子会社

ストラテジック・パートナーズ株式会社の商号をＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社へ変更

2017年７月 物流施設「ロジスクエア久喜Ⅱ」「ロジスクエア浦和美園」「ロジスクエア新座」を売却

2017年９月 物流サービスの品質向上と効率化支援を目的に、CBcloud株式会社と資本業務提携

2017年10月 株式会社エンバイオ・ホールディングスと共同出資により、株式会社土地再生不動産投資を設立

2018年２月 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社が資産運用する「ＣＲＥロジスティクスファンド投資法

人」が東京証券取引所へ上場

2018年２月 物流施設「ロジスクエア守谷」を売却

2018年４月 子会社CRE(Thailand)Co.,Ltd.がバンコクでトランクルーム事業に着手

2018年４月 物流施設「ロジスクエア鳥栖」を売却

2018年５月 第三者割当増資を引受け、株式会社ブレインウェーブ（現株式会社はぴロジ）を子会社化

2018年５月 ベトナムにおける物流施設の賃貸・開発・アセットマネジメント事業展開を目的に、子会社CRE

Asia Pte. Ltd.がSembcorp Infra Services Pte.Ltd.の株式を取得
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2018年６月 物流施設屋上を利用した太陽光発電事業を対象とする私募ファンドを組成

2018年７月 CBcloud株式会社との業務提携を拡張し車両リースを開始

2018年７月 物流施設「ロジスクエア春日部」を売却

2018年12月 株式会社ロジコムの全株式を取得し、完全子会社化

2019年４月 子会社ストラテジック・パートナーズ株式会社が中小型倉庫特化型私募ファンドを組成

2019年６月 物流施設「ロジスクエア川越」を売却

2019年７月 株式会社ツナググループ・ホールディングスと「株式会社倉庫人材派遣センター」を設立

2019年９月 物流サービスの品質向上と効率化支援を目的に、株式会社A-TRUCKと資本業務提携

2020年７月 物流施設「ロジスクエア千歳」「ロジスクエア上尾」「ロジスクエア三芳」を売却

2020年７月 事業拡大を目的に株式会社ブレインウェーブ（現株式会社はぴロジ）の全株式を取得し、完全子

会社化

2020年８月 子会社株式会社ロジコムを吸収合併

2020年11月 子会社株式会社ブレインウェーブの商号を株式会社はぴロジへ変更

2021年１月 物流施設「ロジスクエア川越Ⅱ」「ロジスクエア神戸西」「ロジスクエア狭山日高（準共有持分

の80％）」を売却

2021年５月 インドネシア現地法人PT.CRE BIL INDONESIA設立

2021年９月 株式会社エンバイオ・ホールディングスと共同出資により、株式会社エンバイオＣ・エナジーを

設立

2021年９月 物流施設「ロジスクエア大阪交野」を売却

2021年12月 運送業界のDX化への寄与及び成長を目的に、ascend株式会社と資本業務提携

2022年３月 物流施設「ロジスクエア三芳Ⅱ」を売却

2022年３月 インドネシアにおける物流施設の賃貸・開発・アセットマネジメント事業展開を目的に、

Warburg Pincusの子会社NWP Propertyと子会社CRE Asia Ptd. Ltd.が物流不動産に特化した合弁

会社を設立

2022年４月 東京証券取引所市場第一部よりプライム市場へ移行

2022年７月 物流施設「ロジスクエア狭山日高（準共有持分の20%）」を売却

2022年12月 サトーソリューションアーキテクト株式会社（現株式会社ストラソルアーキテクト）の株式を取

得し、子会社化

2023年３月 物流施設「ロジスクエア枚方」「ロジスクエア白井」を売却

2023年４月 環境配慮型企業グループとしての企業価値の向上を目的に、株式会社エンバイオ・ホールディン

グスから第三者割当増資を引受け、新たな資本業務提携を実施
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、子会社11社（うち連結子会社10社）及び関連会社31社により構成されており、物流施設の

賃貸、管理、開発、仲介、投資助言及び投資運用を主たる業務としております。

　当社は2009年に創業し、その後2010年に株式会社コマーシャル・アールイーからマスターリース事業及び賃貸管理

事業を譲受し、2011年には株式会社天幸総建、2020年には株式会社ロジコムを吸収合併し、営業基盤を拡大してきま

した。また、賃貸・管理のノウハウを生かし、物流施設の開発を行っております。

　2014年には、アセットマネジメント事業に進出し、グループ内で開発からテナント誘致、売却、運用・管理を一貫

して行うことにより、不動産販売収入、アセットマネジメントフィー、プロパティマネジメント受託収入を安定的に

確保できる体制を構築しております。

　2018年には、「世界の人とモノをつなぐ　物流インフラプラットフォームとしてNO.１企業グループ」を新たに事

業ビジョンとして策定し、提供するサービスを拡大しております。

　当社グループの事業内容は次のとおりであり、セグメントと同一の区分であります。

 

（１）不動産管理事業

①　マスターリース

　当社グループのマスターリース業務では、物流施設を中心に一括で借り上げ、運営・管理をしております。当社

グループは、不動産所有者に賃料を保証して借り上げたのち、その物件を転貸することによりテナントから受取る

賃料を収益に計上いたします。当社グループは土地や建物を保有することなく管理物件を転貸して運用することに

より、資本効率を高め、資産価値下落のリスクを抑えることにより、収益を安定的に確保することが可能となりま

す。

　当社グループのマスターリース物件総管理面積は、約８割を物流施設が占めております。業務対象を物流施設に

集中することにより、情報収集と営業活動を強化し、顧客へ豊富な情報と要望に応じた提案を行っております。

　当社グループがマスターリースで建物等を運営・管理することにより、不動産所有者はテナント未入居への対応

やトラブルの折衝等を行うことなく、賃料保証による安定した賃貸事業を継続的に営むことができ、テナントは物

件を保有することなく、目的とするエリアで必要な面積を確保し、事業展開をすることができます。

 

②　プロパティマネジメント

　当社グループのプロパティマネジメント業務では、主に投資法人等が保有する大型物流施設等の賃貸管理を受託

し、テナント誘致、賃貸借契約代行、トラブル対処等のテナント窓口業務並びに建物や設備の点検代行、管理予算

案の設定、建物長期修営繕計画の策定、工事管理業務等を行っております。

　長年のマスターリースによる物流施設運営の実績と知識を基に物流施設や商業施設等の資産価値を最大化する運

営と管理を提供しております。

 

③　建設工事

　当社グループの建設業務では、土地所有者へ物流施設を建設しマスターリースによる賃貸事業を提案し受注した

工事のほか、すでに当社グループで運営・管理している物件の所有者及びテナントから修営繕、改造及び原状回復

等の工事を請負っております。マスターリースにて運営・管理するためには建物の資産価値と機能を長期間維持す

ることが必要であることから、当社グループは所有者に計画的な修営繕提案をしております。また、当社グループ

がマスターリースや賃貸管理を行っていない物件の建設工事の請負も行っております。

 

④　リーシング

　当社グループのリーシング業務では、当社グループのマスターリース物件や物流投資事業にて開発した物件への

テナント誘致と、マスターリース物件以外の物件へのテナント誘致を行っております。前者は、稼働率を向上さ

せ、賃貸収入を増加させるとともに、開発物件の収益物件としての価値を高めます。後者は、外部の物件へテナン

トを紹介することにより、仲介手数料を受領することができます。

　リーシング業務は、不動産経営の中でも重要な位置を占める業務であります。当社グループは新規顧客開拓のた

め、荷主向けセミナーを開催し、運輸サービス事業者にかたよらない顧客基盤の拡大を進めております。また、物

件情報の充実のため、当社グループ管理物件の他に、所有者自身が管理している空き物件や他社管理物件の情報を

加え管理し、法人向け物流施設サイトであるＣＲＥ倉庫検索（https://www.logi-square.com）等の運営により賃

貸物件の情報を提供しております。これらの情報を整備することにより、テナント要望に応じたきめ細かい提案を

実施しております。
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（２）物流投資事業

　当社グループは物流に特化した施設開発に関して、マーケットリサーチ、用地情報入手、プランニング、用地取

得、建設工事発注、テナント誘致から売却までを一貫して行っております。

　当社グループは、オーダーメイド型もしくは先行開発型の中大規模な先進的物流施設（注１）を開発しておりま

す。開発を計画する地域は首都圏の他、近畿圏、中部圏、九州圏も対象としております。

　当社グループは不動産管理事業において物流施設の運営・管理を長年にわたって実践しており、これによって

培った経験を基に、使用者目線に立った高機能な先進的物流施設を開発しております。先行開発型の場合は、確実

にテナントを誘致する力を要しますが、当社グループのリーシング力を最大に活用し、対応しております。

（注１）延床面積10,000㎡以上、天井高5.5m以上、かつ、床荷重1.5t/㎡の条件を備える物流施設を先進的物流施

設としております。

 

（３）アセットマネジメント事業

　子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社は、顧客である投資家に対し、収益不動産への投資機会や

運用・管理サービスの提供を行っております。不動産ファンドの企画・組成、投資家の募集、金融機関からの借

入、物件の購入、運用・管理、売却、リファイナンスまでを一貫して手掛けており、アップフロントフィー、ア

セットマネジメントフィー、ディスポジションフィー等の収入を得ております。

　また子会社であるＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社は、ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人の運用を

行っております。

 

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（注）１．当社子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社とＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社が

行っております。

 

＜用語説明＞

マスターリース

不動産所有者に一定額の家賃収入を保証した上で土地・建物等を借り上げ、賃借した物件等を当社グループが貸主

としてテナントに賃貸することです。

プロパティマネジメント

不動産所有者やファンド等から受託して、不動産の管理業務を行うことです。主にテナントマネジメント業務（テ

ナント誘致を行うリーシング、賃貸借契約代行、トラブル対応）、企画運営業務（建物や設備の点検代行、管理予

算案の設定、建物長期修営繕計画の策定）等を行います。

リーシング

空き物件にテナント誘致を行うことです。顧客ニーズに応じた提案や物件紹介を行い、賃貸借契約を締結します。

 

 

アセットマネジメント
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投資家から委託を受け、不動産ファンドの運営・運用・管理業務を行うことです。主に、不動産ファンドの企画・

組成、投資家の募集、金融機関からの借入、物件の購入、ファンドの運営、売却等の運用・管理業務等を行いま

す。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金

（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

(％)

関係内容

（連結子会社）

ＣＲＥリートアドバイ

ザーズ株式会社

東京都港区 50
アセットマネジ

メント事業
100.0

ＣＲＥロジスティクスファ

ンド投資法人のアセットマ

ネジメント業務を行ってお

ります。

経営指導及び事務所を賃貸

しております。

役員の兼任あり。

ストラテジック・パート

ナーズ株式会社
東京都港区 50

アセットマネジ

メント事業
100.0

私募ファンドのアセットマ

ネジメント業務を行ってお

ります。

経営指導及び事務所を賃貸

しております。

役員の兼任あり。

株式会社はぴロジ 東京都港区 10 不動産管理事業 100.0

同社が運営する物流プラッ

トフォーム事業「はぴロ

ジ」を中心に協業しており

ます。

役員の兼任あり。

ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌ

td.（注）２
シンガポール

千米ドル

16,983
物流投資事業 100.0 役員の兼任あり。

ＣＲＥ(Thailand)Co.,Ｌ

td.（注）３
タイ

千タイバー

ツ

18,000

不動産管理事業 49.0 資金貸付、債務保証。

株式会社ＡＰＴ 千葉県千葉市 50 不動産管理事業 58.2

自動倉庫のリニューアル・

新設事業を中心に協業して

おります。

役員の兼任あり。

匿名組合ＣＲＥ海老名開

発 （注）２、３
東京都港区 4,194 不動産管理事業 －

匿名組合出資をしておりま

す。

匿名組合ＣＲＥインベス

トメント1 （注）２、３
東京都港区 2,205 物流投資事業 －

匿名組合出資をしておりま

す。

匿名組合ＣＲＥオーナー

積立投資（注）２、３
東京都港区 548 不動産管理事業 －

匿名組合出資をしておりま

す。

その他１社      

（持分法適用関連会社）

株式会社エンバイオ・

ホールディングス

（注）４

東京都千代田区 2,325 物流投資事業 34.2

土壌汚染地の再活用事業を中

心に協業しております。役員

の兼任あり。

Sembcorp Infra

Services Pte.Ｌtd.
シンガポール

千米ドル

39,067
物流投資事業 30.0

ベトナムにて物流施設の賃

貸、開発事業を展開してお

ります。

Cella Management

Pte.Ltd.
シンガポール

千米ドル

3,071
物流投資事業 25.0

インドネシアにて物流施設

の賃貸、開発事業を展開し

ております。

株式会社A-TRUCK 千葉県船橋市 90 不動産管理事業 49.0

低温車を中心としたリー

ス・レンタル事業を中心に

協業しております。

役員の兼任あり。

株式会社土地再生投資 東京都千代田区 45 物流投資事業 40.0

土壌汚染地の再販・コンサ

ルティング事業を中心に協

業しております。

役員の兼任あり。
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名称 住所
資本金又は
出資金

（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

(％)

関係内容

その他22社      

（その他の関係会社）

ケネディクス株式会社
東京都千代田区 10,020

アセットマネジ

メント事業及び

不動産の管理、

運営、投資事業

（被所有）

15.3

不動産ファンド事業を中心

に協業しております。

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．支配力基準により子会社に含まれています。

４．有価証券報告書を提出しています。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2023年７月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産管理事業 224

物流投資事業 16

アセットマネジメント事業 29

報告セグメント計 269

その他 -

全社（共通） 63

合計 332

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員）を含みません。

　　　　２．臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員）の総数が従業員の100分の10未満のため、平均臨時

雇用者数の記載は省略しています。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

 

 

(2）提出会社の状況

   2023年７月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

222 39.8 8.7 7,249

 

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産管理事業 143

物流投資事業 16

アセットマネジメント事業 -

報告セグメント計 159

その他 -

全社（共通） 63

合計 222

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員）を含みません。

　　　　２．臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員）の総数が従業員の100分の10未満のため、平均臨時

雇用者数の記載は省略しています。

　　　　３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

５．平均勤続年数は、吸収合併した㈱天幸総建及び㈱ロジコムの従業員については、㈱天幸総建及び㈱ロジコム

の勤続年数を引き継いで算出しております。

 

(3）労働組合の状況

　当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　①提出会社
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当事業年度

管理職に占める女
性労働者の割合
（％）
（注）１．

男性労働者の育
児休業取得率
（％）
（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）（注）１．

全労働者
うち正規雇用

労働者
うちパート・
有期労働者

3.6 57.1 66.2 65.9 70.7

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

　　　　　ものであります。

　　　２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）

　　　　　の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

　　　　　」（平成3年労働省令第25号）第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

　　　　　す。

 

　②連結子会社

　連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）の規定による公表

義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）経営方針

　当社グループは、下記を経営理念としております。

　　永　永続的な発展を使命とする

　　徳　自利利他の精神をもって事を為す

　　環　社会との繋がりを大切にする

　この経営理念の基に、「"つなぐ未来を創造する"　私たちの使命は真の価値を生み出し　必要とされる企業グルー

プで在り続けることです」とする企業理念を掲げ、事業ビジョンである「世界の人とモノをつなぐ物流インフラプ

ラットフォームとしてNO.１企業グループ」に基づき、物流を支えるすべてのサービスの基盤となる、社会へ貢献し

続ける企業グループへの成長を目指してまいります。

 

（２）経営環境

　コロナ禍において、物流は止められない社会インフラとして改めて認識され、巣ごもり消費の拡大によりECや食品

物流が伸びている状況下において、物流施設への旺盛な需要が継続しております。投資家からも物流アセットが魅力

的なアセットタイプとして認識されている状況で、売買マーケット環境は良好であると捉えております。加えて、首

都圏の倉庫の約３割は築35年以上であり、老朽化が進んでおります。各企業は、消費者の多様化するニーズへ対応す

るため、物流の効率化・合理化を推進し、利便性の高い物流施設を必要としていることや、物流業界における2024年

問題対応のため、物流拠点の分散化による需要も想定され、Withコロナ・Afterコロナにおける今後も物流施設の需

要は伸びていくと予想しております。

　しかしながら、国内経済は、65歳以上の高齢者人口が総人口の3割に迫るなど少子高齢化の進展、生産年齢人口の

減少及び都市部への人口集中継続による労働力不足や個人消費の低迷など将来への影響が懸念されております。ま

た、新型コロナウイルス感染症流行の影響により停滞していた経済活動は、ワクチン接種が進み、社会的抑制が緩和

されたことで徐々に再開され緩やかに持ち直しの動きが見られたものの、ウクライナ情勢による影響、円安や資材価

格及び金利の急上昇等により、依然として先行き不透明な状況にあります。今後も経営環境を取り巻く変化を注視

し、必要な施策を講じていくことが重要であると考えております。

 

（３）経営戦略等及び対処すべき課題

　当社グループは、2021年8月に第2次中期経営計画（2022年7月期～2026年7月期）を策定しております。当社グルー

プは、本計画の達成を最重要課題と認識し、以下を主要な課題として取り組んでまいります。

 

①物流不動産領域の着実な成長

 フロービジネスを成長ドライバーに、ストックビジネスの着実な成長を図ります。

 

　イ.管理面積の拡大

　不動産所有者への資産活用提案による新築物件の供給、新規物件の借り上げや取得及びプロパティマネジメント

受託の推進により管理面積を増加させ、不動産管理収入・利益の拡大を図ります。

 

　ロ.受託資産残高の拡大

　従前の開発手法とともに、開発型ファンドの組成や他デベロッパーとの共同開発等の外部資本も活用し、開発の

促進を図ります。加えて、投資家ニーズに応じた多様な金融商品を提供することにより、アセットマネジメント受

託資産残高の拡大を図ります。

 

②新領域(海外事業・新規事業)の収益化

 イ.海外事業

 ベトナムでの倉庫開発などASEAN地域での不動産投資を拡大し、海外事業の収益化を図ります。

 

 ロ.新規事業

 資本及び業務提携を推進することにより事業領域を拡充し、既存事業や企業間のシナジー連携を通して収益化を図

ります。
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③持続可能な社会への取り組み

 開発物件の脱炭素化、グリーンビル認証等の取得及びグリーンファイナンスの活用等により持続可能な開発目標

（SDGs：Sustainable Development Goals）の達成貢献に向けて取り組んでまいります。

 

④成長を維持するための体制整備

 イ.適切な財務コントロール

　ネットD/Eレシオ2.5倍以下を目安にコントロールし、借入期間の最適化や調達資金の多様化を図ります。

 ロ.成長を支える人材の育成

　当社グループの業務には、専門的な知識やノウハウが必須であり、人材を最も重要な経営資源の一つと位置付け

ております。成長を支える人材を育成するため、階層別研修の導入、自己研鑽の促進、新卒採用、誰もが働きやす

い環境の整備等に取り組んでまいります。

 

⑤継続的な株主還元の実施

　当社は、これまで、配当と自己株式取得を合わせた総還元性向の目標を30％程度としておりました。このたび、総

還元性向の目標を引き上げ、毎期30％を下限とし、50％を目標にいたします。また、安定した期末配当の継続に加

え、自己株式取得または特別配当を通じた機動的な株主還元により、積極的な株主還元を実施してまいります。な

お、期末配当については累進配当を行うことを目指します。

 

（４）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標等

　当社グループは、2023年9月13日に2022年７月期から2026年７月期までの第２次中期経営計画における数値目標を

上方修正し、最終年度である2026年７月期において事業利益140～150億円、ROE15％以上を数値目標としておりま

す。

※事業利益＝営業利益+持分法投資損益+のれん償却費(連結子会社・持分法適用会社)＋事業投資による損益

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）サステナビリティ基本方針

　　　当社のサステナビリティ基本方針は以下のとおりです。

 

　＜サステナビリティ基本方針＞　経営理念「永・徳・環」に基づき、企業の社会的責任を果たします。

私たちCREグループの活動はすべて経営理念「永・徳・環」の考え方を基盤としています。

 

社会の発展のため、永続的に貢献していく姿勢を示す「永」、

他者と社会の利益を考えて行動する「徳」、

社会との繋がりを大切にし、循環する未来社会の創造を目指す「環」。

 

この企業理念に基づく事業活動を通じて社会の持続可能な発展に貢献することが、私たちに期待されているサステ

ナビリティ（持続可能性への取り組み）と考えています。

 

　CREグループでは、環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）を経営の重要事項と認識し、

事業活動を通じて物流不動産にかかわる社会的課題に真摯に取り組むことで、企業の社会的責任と常に向き合い続

け、グループの持続的な成長を目指してまいります。

 

(2）ガバナンス

　当社では気候変動・環境への対応を経営上の重要課題と認識しております。その諸課題についてはサステナビリ

ティ委員会がリスク・コンプライアンス委員会との連携のもと、気候変動に伴うリスクと機会の評価及び管理や目

標達成に向けた対応、SDGs関連施策について年２回協議し、必要に応じて、取締役会へ報告いたします。取締役会

は原則として業務執行で議論・承認されたTCFD/SDGs課題に関する取り組み施策の進捗を監督し、少なくとも年に1

回以上、関連課題に関する事項を予定議題としております。
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＜サステナビリティ推進体制＞

　　　＜サステナビリティマネジメント体制における会議体および役割＞

組織・会議体 役割

取締役会

業務執行で議論・承認されたTCFD/SDGs課題に関する取り組み施策の進捗を監督いたしま

す。

TCFD/SDGs課題に関する事項を少なくとも年に1回以上を予定議題としております。

リスク・コンプラ

イアンス委員会

メンバーは社長、常勤取締役及び監査等委員である取締役、コーポレートサービス部門長

及び内部監査室長、弁護士、公認会計士等の外部有識者で委員会の決議により任命された

者によって構成されております。

サステナビリティ委員会との連携のもと、年に2回、環境課題を含む包括的なリスクを抽

出、対策を協議し、必要に応じて、取締役会へ報告いたします。

サステナビリティ

委員会

各メンバーは常勤取締役によって構成されております。

気候関連リスクと機会の評価及び管理や目標達成に向けた対応、SDGs関連施策について年2

回協議し、必要に応じて、取締役会に報告いたします。

各事業部門 各委員会で決議された事項について、各委員会と連携して対処いたします。

 

 

(3）戦略

　当社は、2022年6月に、金融安定理事会が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」による提言

への賛同を表明いたしました。当社グループは、事業活動を通じた社会課題の解決による持続的な社会発展への貢献

という企業が本来有する社会的責任に対する認識をより一層深め、中長期的な企業価値向上を実現するため、サステ

ナビリティに関する取組みをより一層強化してまいります。この一環として、各種ガイドライン（SDGsの17の目標お

よび169のターゲット等）を踏まえ課題抽出を行い、マテリアリティ（重要課題）を特定し、優先して取り組んでい

くテーマを明確化しました。CREグループはマテリアリティへの取組みを通じて、持続可能社会の実現に向けて貢献

してまいります。なお、特定したマテリアリティについては、サステナビリティに関連する世界的な動向や業務の進

捗等に合わせ適宜見直しを行い、効果的な取り組みを推進してまいります。
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＜特定したマテリアリティ＞

特定したマテ

リアリティ
取り組み施策 関連するSDGs

サステナブル

な環境の実現

・開発物件「ロジスクエア」への太陽光発電システムの導入を

通じ100%再エネ化へ

・開発物件「ロジスクエア」の環境評価獲得：BELS、CASBEE

・開発物件「ロジスクエア」の設備：LED照明導入、井戸水活

用、緑化推進等

・ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人のGRESB登録への取

り組み、グリーンファイナンスの実施

・土壌汚染対策

地域社会とと

もに発展・成

長を実現

・歴史保存への協力（採掘への協力）

・倉庫開発による地域雇用の創出

・福祉活動への参加

・大学での講義（寄附講座）：上智大学、明治大学

多様な人材が

活躍できる組

織づくり

・ダイバーシティの推進

・働き方改革の推進

・自己実現を重視した人材開発・人材育成

コーポレー

ト・ガバナン

スを高め社会

からの信頼を

獲得

・コーポレート・ガバナンスへの対応

・コンプライアンスの徹底・強化

・リスクマネジメントの強化

 

 

＜人材育成方針及び社内環境整備方針＞

人材育成戦略において、以下の要点を重視しています。

・安全と健康の最優先: 社員一人ひとりの安全と心身の健康を最優先に考えます。

・挑戦意欲の高揚: 個人が自身の能力を最適に発揮し、課題の解決に向けた挑戦意欲を高めることを目指します。

・キャリア自立: 個人の成長とキャリア発展を支援し、自己実現を促進します。

・人権の尊重: 人権を尊重し、全ての社員が尊重される環境を促進します。

・ダイバーシティの推進: 年齢性別国籍を超えた様々な人材を尊重し、多様性を推進します。

・人材育成の推進: 人材育成を積極的に推進し、社員が成長できる機会を提供します。

 

これらの方針を実現するため、キャリア自立の概念を取り入れ、個人が自己実現し、経営人材育成にも焦点を当てた

取り組みを行っており、多様な人材がやりがいを持って活躍できる環境や制度の整備に力を注いでいます。

 

＜具体的な取組み＞

・安全と健康の最優先: 社員一人ひとりの安全と心身の健康を最優先に考えます。5年前より継続実施している組

織診断サーベイをもとに、コアタイムなしのフレックスタイム制、リモートワークなどにより、働き方の選択肢を

従業員に与え、プライベートとのバランスとりやすい環境を提供します。

 

・挑戦意欲の高揚: 個人が自身の能力を最適に発揮し、課題の解決に向けた挑戦意欲を高めることを目指します。

個人の目標がトップダウンで決まるのではなく、社員が自ら考え設定し上司のサポートを受けながらPDCAを繰り返

す中に、期中の目標内容を繰り返し変更できるルールに改定しました。これにより期中の環境変化にも柔軟に対応

しながら、個人のチャレンジを引き出すことを可能にする制度にしています。

 

・キャリア自立: 個人の成長とキャリア発展を支援し、自己実現を促進します。会社主導で行う定期異動を廃止

し、社内公募制度を中心に異動を行います。これにより優秀な人材にチャレンジの機会を提供し、シーアールイー
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およびグループからの離脱を防ぎます。また、人事がキャリアの相談に乗ることにより、自身で考えることが難し

い社員にもサポートをしています。

 

・人権の尊重: 人権を尊重し、全ての社員が尊重される環境を促進します。ハラスメントを中心に経営陣・管理職

のさらなる理解促進を進めます。人事部主導で研修を実施しハラスメントが起こる原因や、防止策をマネジメント

層から再認識の徹底を進めます。

 

・ダイバーシティの推進: 年齢性別国籍を超えた様々な人材を尊重し、多様性を推進します。海外事業部を中心に

外国人材の採用の強化、ならびに女性管理職の増加、若年層の管理職登用など、組織を膠着状態にさせず、常に

様々な価値観が飛び交い理解しあえる組織風土を構築します。

 

・人材育成の推進: 人材育成を積極的に推進し、社員が成長できる機会を提供します。座学と実践、ルールの整備

が三位一体となって人が育ちやすい環境づくりを行います。知識教育よりも意識改革に重点を置き、研修後、社員

一人ひとりの“心がけ”に頼るのでなく、変化を起こしやすい制度（ルール整備や権限移譲）の整備を進めます。

 

(4）リスク管理

　当社はサステナビリティ体制構築のため、全社的なリスク管理に関する規程を定め、気候変動課題を含めたサス

テナビリティ全般に対応するため「サステナビリティ委員会」を設置しております。特に気候変動に伴うリスクは

ユニットリーダー会議及びリスク・コンプライアンス委員会と連携しながら、サステナビリティ委員会で識別し、

評価を実施いたします。その後、各事業部門で管理（対応）し、ユニットリーダー会議及びリスク・コンプライア

ンス委員会と連携しながらサステナビリティ委員会でモニタリングを実施いたします。

 

(5）指標及び目標

　当社は、気候変動関連リスク・機会の評価指標として、温室効果ガス排出量の算定を行なっております。2023年

7月期はScope1にあたる「燃料の使用(CO2)」と、Scope2にあたる「他人から供給された電気の使用(CO2)」を算定

対象としております。今後も温室効果ガス排出量の把握を継続し、対象範囲の拡大や、削減していくことができる

よう、体制づくりと目標設定を進めてまいります。

 

＜温室効果ガス排出量＞

 年間排出量（t-CO2）

Scope1・2 合計 256

Scope1 ※1 169

Scope2 ※2 87

※1 LPガス、ガソリンの使用による排出量　※2 電力使用による排出量

　算定期間：2022年8月～2023年7月　開示対象：国内単体　算定方法：マーケットベース

（注）１．算定の方法には、ロケーションベース（日本全体の排出平均原単位を使用して算定するもの）と

　　　　　マーケットベース(電力会社ごとの排出原単位を使用して算定するもの)のうち、後者のマーケット

　　　　　ベースを採用しております。

　　 ２．Scope2で使用した排出係数：電気事業者別排出係数　2021年度実績および2022年度実績

 

　なお、提出会社に関しては、人的資本に関する指標及び目標として「５．従業員の状況」において、2025年7月

までに、「管理職に占める女性労働者の割合20％」を目指し、それに伴って「労働者の男女の賃金の差異」を縮小

させてまいります。「男性労働者の育児休業取得率」については80％を目標とした活動を推進致します。連結子会

社に関する指標は今後検討してまいります。
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３【事業等のリスク】

　本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状況、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に

努める方針であります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 

（１）経済動向

　当社グループは、主に物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言及び運用を事業として営んでおり、金融政策

や政治情勢の変化に起因する経済情勢の影響を受けております。そのため、経済情勢が悪化する局面では、空室率の

上昇や賃貸収入等の減少、開発計画への影響、不動産投資意欲の低下等が予想されます。

　当社グループでは、このような状況に備え、長期的かつ安定的な利益を確保できるよう、テナント企業を多様化さ

せ、特定の業種・業態の業況の影響を受けにくくする等対策を進めております。しかしながら、経済情勢が著しく悪

化した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（２）法的規制

　当社グループは、事業を運営するにあたって、主に、借地借家法、宅地建物取引業法、建設業法、建築基準法、建

築士法、都市計画法、国土利用計画法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律等の規制を受けております。

　当社グループは、主要な許認可を含め関係法令の遵守に努めており、当該許認可に関して、取消や行政処分等を受

けたことはありません。しかしながら、今後、法令等の違反や不正等により許認可の取消や行政処分等を受け、当社

グループの事業範囲が制限された場合、社会的信用が低下し顧客からの解約等が発生する可能性があります。

　また、法的規制の改廃及び新設等により規制が強化された場合や、法的規制の解釈・運用が変化した場合、当社グ

ループ事業範囲の制限、費用負担の増加が生じる可能性があります。

　以上の結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（３）金利の上昇

　当社グループは、開発資金及び運転資金を、主として、金融機関からの借入により調達しております。

　当社グループでは、将来の金利変動によるリスク回避を目的として金利スワップ取引を行っておりますが、今後、

経済情勢の変化により、金利水準の上昇や金融機関の融資圧縮等が生じた場合には、資金調達コストの増加や、調達

資金が不足する恐れがあります。その結果、開発計画等の今後の事業展開に影響を及ぼすとともに、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（４）為替変動

　当社グループは、タイ・ベトナムを中心に東南アジアにおいて事業を展開しております。外貨建て取引が増加して

いることから、為替レートの変動により、円換算での投資額・回収額等の変動が発生し、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（５）営業地域の集中

　当社グループが不動産管理事業において賃貸・管理しているマスターリース物件は、主に首都圏（主に神奈川、千

葉、埼玉、東京）に集中しております。

　当社グループは、既存顧客及び不動産所有者との関係強化に加え、新規顧客の開拓、顧客の要望に沿った提案等に

より、事業の成長を図る方針でありますが、首都圏で経済情勢が悪化した場合や、当該地域において地震その他の災

害が発生した場合、また、他社参入により当該地域における当社グループの優位性が低下した場合には、空室率の上

昇及び賃料の下落が生じ、賃貸収入等が減少する恐れがあります。その場合、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

 

（６）未収賃料等の回収可能性

　当社グループは、テナントとなる顧客と賃貸借契約を結ぶ際に、賃料及び原状回復費用等、当社グループへの一切

の債務を担保するため、敷金又は保証金（以下、預り敷金等）をお預かりします。しかしながら、テナントが賃料を

滞納し退去する場合に、未収賃料及び原状回復費用等が預り敷金等を超過し、テナントに当該超過金額の支払能力が

なく、当社グループにて当該超過金額を回収できない場合があります。また、賃料を滞納しているテナントが退去に

応じず、当社グループが建物明渡請求を提起した場合、明渡費用等が発生する可能性があります。

　当社グループでは、入居時には与信調査を実施し、賃料延滞時には早期に対応する等、未収賃料等の発生回避のた

め対策を講じておりますが、上記のような事例が多数発生した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

 

（７）不動産販売原価及び工事原価の上昇
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　当社グループは、主に首都圏において、物流施設の開発を進めておりますが、近年、物流不動産投資市場の活発化

に伴い、東京周辺の土地価格が高騰しております。当社グループは採算性を重視しており、土地価格が高騰している

局面において、収支計画に見合った価格で購入できない場合は、積極的な投資を控える方針であります。当社グルー

プが望む価格や立地等の条件に合致する用地が確保できなかった場合、開発計画に影響を及ぼし、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、原材料や人件費等が高騰した場合、当社グループの開発物件及び施工物件において、建設費の上昇を招く恐

れがあります。このような状況において、売上価格に建設費上昇分を転嫁できない場合、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（８）販売用不動産の価値下落

　当社グループは、物流投資事業において開発用地を取得する際、事前に調査を行った上で、開発計画を作成し検討

しております。しかしながら、事業環境の変化や災害の発生等により、不動産価格が下落する可能性があります。そ

の場合、想定していた価格での売却が困難になり、仕掛販売用不動産及び販売用不動産に係る、評価損又は売却損、

売却利益の減少が生じる可能性があります。その結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

（９）引き渡し時期による業績変動

　当社グループは、物流投資事業においては、開発物件を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。そのた

め、四半期毎の当社グループの業績は、物件の引き渡し時期により変調が生じる傾向があります。

　当社グループでは、物流施設の開発プロジェクトにおいて、計画段階からリスクを洗い出し、スケジュール通りに

顧客へ引き渡しができるよう、各工程のプロジェクト管理を徹底しておりますが、不測の事態により、引き渡し時期

が期末を越えて遅延した場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（10）競合

　当社グループは主に首都圏において物流施設の開発を進めておりますが、近年、大手不動産会社等の大型物流施設

開発への参入や、電子商取引増加による需要拡大により、物流不動産投資市場が活発化しております。当社グループ

は、物流施設の規模や仕様等で競合他社との差別化を図っておりますが、競争環境が激化した場合、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（11）契約不適合責任

　当社グループは、物流投資事業において当社グループが顧客に販売した物件及び不動産管理事業における建設工事

において施工した物件に対して、契約不適合責任（瑕疵担保責任）を負っております。当社グループの開発物件及び

施工物件において、重大な瑕疵が発見された場合には、その直接的な原因が当社グループによるものではなくても、

当社グループが契約不適合責任を負うことがあります。その結果、当社に多額の経済的負担が発生したり、当社の社

会的信用が低下したりした場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

（12）自然災害及び気候変動

　当社グループが賃貸・管理及び開発を行っている物件が所在する地域において、地震や台風、噴火等の大規模な自

然災害が発生した場合、点検や応急措置、建築現場の修復、支援活動等により多額の費用が発生する恐れがありま

す。

　また、大規模な気候変動により、国内外の経済環境や社会環境の変化が発生した場合、不動産需要の低下、地価等

の下落、個人消費の低迷等が起こる可能性があり、当社グループのマスターリース物件及び開発物件の価値が下落

し、賃貸収入及び開発利益等の減少や、開発物件の完成・売却時期の遅延等が生じる可能性があり、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（13）情報管理

　当社グループは、事業を運営するにあたり、顧客や不動産所有者等の情報を保有しております。これらの情報は、

関連法令及びガイドラインに沿って漏洩防止策を講じるとともに、情報システムの管理を徹底することで情報セキュ

リティの維持・向上に努めております。しかしながら、これらの取り組みが及ばず、業務上の人為的ミスや故意によ

る不法行為、災害などによるシステム障害、マルウェア感染や標的型攻撃などのサイバー攻撃などにより、万が一、

外部漏洩、データの破壊や改ざん、サービスの停止などの被害等が発生した場合、当社グループの社会的信用の低下

や損害賠償請求等による費用の発生により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

（14）訴訟

　当社グループは、現時点において、業績に重大な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。当社グ

ループは、訴訟及びトラブル等の発生回避に努めておりますが、今後、訴訟その他の請求が発生する可能性がありま
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す。その場合、訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（15）人材の確保

　当社グループは、経営課題の克服及び今後の事業の発展のためには、優秀な人材が必要不可欠であると認識してお

ります。したがって、人事制度の充実を図り、当社グループの経営理念や経営方針を理解した社員の育成に努めると

ともに、必要に応じて、優秀な人材を採用する方針であります。

　しかしながら、当社グループの求める人材が十分に確保できなかった場合、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

 

（16）M&A、資本提携等

　当社グループは、事業領域拡大及び競争力の強化等を目的として、企業や事業の買収、資本提携等を行うことは、

事業戦略上有効と認識しております。買収、資本提携等を行う際には、事前調査により最大限リスクを低減する努力

をし、慎重に検討を重ねた上で決定する方針であります。しかしながら、買収、資本提携等を行った後に、偶発債務

等が発見されたり、想定したシナジー効果や成果があげられなかったりした場合には、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（17）財務制限条項

　当社グループの一部の借入契約には財務制限条項が付されております。当社グループは、現時点において、当該条

項に抵触する可能性は低いものと認識しておりますが、当該条項に抵触した場合には、当該借入金の返済義務が生じ

るとともに期限の利益を喪失し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（18）リース会計

　当社グループでは、不動産管理事業においてテナントへ賃貸している土地・建物は、不動産所有者から賃借してお

り、当該契約内容から相当程度はオペレーティング・リースとして処理を行っているため、一部を除き貸借対照表上

には計上されておりません。しかしながら、今後、リース会計基準等の改正によりオペレーティング・リース対象資

産・負債を計上することとなった場合には、資産及び負債に建物・土地の使用権相当額が計上されることとなりま

す。その結果、当社グループの自己資本比率が現状から大きく低下する可能性や、リース資産の減損損失が発生する

可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（19）国際情勢

　当社グループは、タイ・ベトナムを中心に東南アジアにおいて事業を展開しております。事業を展開する地域の選

定においては、その地域が抱える政治的、軍事的、社会的事情等を総合的に勘案し、リスクを織り込んでの投資判断

を行っておりますが、その地域が抱える政治的・軍事的・社会的な緊張の高まりにより、政治体制の混乱、経済環境

の変動等が生じた場合、当該地域で展開する当社グループの事業に対して直接的に影響を及ぼすおそれがあります。

また、国際情勢の変化に伴う資源価格の高騰やその他事業環境の変化が生じることにより、当社グループの経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（20）新型コロナウイルス感染症

　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症に対し、感染予防対策の周知徹底やテレワークの導入等適切な行動

抑制策や安全対策を実施し、当社グループの事業推進に影響を及ぼさないよう努めております。しかしながら、今後

の感染再拡大により経済情勢が悪化した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」とい

う。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

１．財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症流行の社会的抑制が緩和されたことで徐々に

再開され、緩やかに持ち直しの動きが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢による影響、円安や資材価格

及び金利の急上昇等により、依然として先行き不透明な状況にあります。

　コロナ禍において、物流は止められない社会インフラとして改めて認識され、巣ごもり消費の拡大によりECや食

品物流が伸びている状況下において、物流施設への旺盛な需要が継続しております。投資家からも物流アセットが

魅力的なアセットタイプとして認識されている状況で、売買マーケット環境は良好であると捉えております。加え

て、首都圏の倉庫の約３割は築35年以上であり、老朽化が進んでおります。各企業は、消費者の多様化するニーズ

へ対応するため、物流の効率化・合理化を推進し、利便性の高い物流施設を必要としていることや、物流業界にお

ける2024年問題対応のため、物流拠点の分散化による需要も想定され、Withコロナ・Afterコロナにおける今後も

物流施設の需要は伸びていくと予想しております。

　このような事業環境のもと、不動産管理事業セグメントでは、中小型倉庫のマスターリース事業の強化を継続的

に進めております。オーナー及びテナントとの連携強化のためウェブサイトの構築・運用、物流セミナーの開催、

メールマガジン等の配信、ソーシャルメディアの活用を強化し、マスターリース事業の面積の拡大を図ってまいり

ます。

　物流投資事業セグメントでは、静岡県で初となる開発事業に着手いたしました。また、埼玉県朝霞市において

は、当社として初めて土地区画整理事業に業務代行者として事業参画いたしました。立地環境を活かした良好な産

業用地の創出や農地及び公園の整備を行うほか、河川改修計画等も踏まえ、周辺環境や自然環境と調和したまちづ

くりを計画してまいります。海外においては、ベトナムで２案件（合計６棟）の建設に着手し、ベトナムにおいて

10棟目の物流施設開発となりました。今後も引き続き東南アジアでの事業展開を積極的に推進してまいります。

　アセットマネジメント事業セグメントでは、連結子会社であるＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社が資産運用

するＣＲＥロジスティクスファンド投資法人において、投資法人設立以来、初めての物件売却を行い、投資主価値

の向上に努めました。また、私募ファンドを運営する連結子会社のストラテジック・パートナーズ株式会社におい

ては、運用中のセルフストレージ特化型ファンドに対し、不動産管理事業セグメントが保有するセルフストレージ

の当該ファンドへの組み入れを行いました。現在進行中の第２次中期経営計画では、フロービジネスである物流投

資事業を成長ドライバーに、ストックビジネスである不動産管理事業の管理面積及びアセットマネジメント事業の

受託資産残高を増やすことで、ストックビジネスを着実に成長させてまいります。

　2023年４月には、持分法適用関連会社である株式会社エンバイオ・ホールディングス（以下、「EBH」）との間

で新たな資本業務提携契約を締結いたしました。EBHは国内外の太陽光発電を中心とした自然エネルギー事業投資

及びその運営を行い、太陽光発電におけるパネル出力の短期的目標を100MWとしております。その一環として、

2023年７月には、当社開発物件である「ロジスクエア枚方」及び「ロジスクエア白井」の屋根を活用した太陽光発

電所の建設を開始いたしました。今後も、当社及びEBHの両社の経営資源を最大限活用、協業することにより、EBH

が行う太陽光発電を中心とした国内外の自然エネルギー事業を拡大させ、環境配慮型企業グループとして両社の企

業価値を向上させてまいります。

　現在、物流不動産を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えていると考えております。当社としましては、この事

業環境の中、さらに付加価値の高いサービスを提供し、顧客の発展に貢献することを目指し、物流インフラプラッ

トフォームの実現を事業ビジョンに掲げております。そのため、物流不動産に係るサービスに加え、物流施設内の

管理システム及びロボティクス対応、ドライバーやトラックのマッチングなど、様々なソリューションを提供する

企業グループへの成長を目指してまいります。

　当連結会計年度の事業活動の結果、売上高52,159百万円（前年同期比16.9％減）、営業利益7,147百万円（前年

同期比29.8％減）、経常利益6,697百万円（前年同期比27.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益4,387百万円

（前年同期比24.0％減）となりました。
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　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①不動産管理事業

　不動産管理事業につきましては、高稼働を維持しつつ収益性の向上を目指した結果、2023年７月末時点での管理

面積は約185万坪となりました。マスターリース物件が前期に引き続き高い稼働率を維持したこと、管理面積が堅

調に推移したことから、安定的に収益が計上されました。加えて、セルフストレージ特化型ファンドに対して当社

保有のセルフストレージを売却したことと土地の有効活用による建設工事を行った結果、売上高は28,205百万円

（前年同期比0.5％増）、営業利益は2,286百万円（前年同期比21.0％減）となりました。

 

②物流投資事業

　物流投資事業につきましては、当社開発物件である「ロジスクエア枚方」及び「ロジスクエア白井」をＣＲＥロ

ジスティクスファンド投資法人へ売却いたしました。その結果、売上高は22,411百万円（前年同期比32.6％減）、

営業利益は5,302百万円（前年同期比32.0％減）となりました。

 

③アセットマネジメント事業

　アセットマネジメント事業につきましては、ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人と私募ファンドの2023年７

月末時点での受託資産残高は281,440百万円となりました。これにより、アセットマネジメントフィー等が順調に

計上されたことに加え、セルフストレージ特化型ファンドを組成したことによるアレンジメントフィー等を計上い

たしました。その結果、売上高は1,536百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益は968百万円（前年同期比14.3％

増）となりました。

 

２．キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、28,274百万円となり、前連結会計

年度末と比べ8,514百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、22,790百万円の資金使用（前年同期は15,689百万円の資金獲得）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益6,558百万円により資金が増加し、一方で棚卸資産の増加28,273百万円により資金が減少

したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、3,609百万円の資金使用（前年同期比38.6％減）となりました。これは主に、有価証券及び投

資有価証券の取得による支出2,176百万円、貸付けによる支出799百万円、有形固定資産の取得による支出609百万

円により資金が減少したことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、17,859百万円の資金獲得（前年同期比137.9％増）となりました。これは主に、長期借入金の

返済による支出16,950百万円、自己株式の取得による支出1,246百万円、短期借入金の返済による支出874百万円に

より資金が減少し、一方で長期借入れによる収入37,281百万円により資金が増加したことによるものであります。
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３．生産、受注及び販売の実績

①生産実績

　当社グループは、不動産管理事業、物流投資事業、アセットマネジメント事業を主体としており、生産実績を定

義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

 

②受注実績

　当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

不動産管理事業 1,374 37.0 608 32.8

　（注）不動産管理事業の請負工事についてのみ記載しております。

 

③販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

前年同期比（％）

不動産管理事業　　　　　（百万円） 28,205 0.5

物流投資事業　　　　　　（百万円） 22,411 △32.6

アセットマネジメント事業（百万円） 1,536 9.1

その他　　　　　　　　　（百万円） 6 △19.7

合計（百万円） 52,159 △16.9

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおり

であります。

相手先

前連結会計年度
（自 2021年８月１日
至 2022年７月31日）

当連結会計年度
（自 2022年８月１日
至 2023年７月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 27,092 43.2 23,850 45.7

合同会社ＣＢ１ 6,463 10.3 － －

３．販売実績が総販売実績の100分の10未満の相手先については記載を省略しております。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

 23/145



(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

１．重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のと

おりであります。

 

２．当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

①財政状態の分析

（資産の部）

　当連結会計年度末における流動資産は109,658百万円となり、前連結会計年度末に比べ17,384百万円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が8,513百万円、前渡金が4,780百万円減少した一方、仕掛販売用不動産が14,607

百万円、販売用不動産が13,658百万円、未収消費税等が1,969百万円増加したことによるものであります。固定資

産は29,150百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,196百万円増加いたしました。これは主に長期前払費用が414

百万円減少した一方、投資有価証券が2,166百万円、投資その他の資産のその他が838百万円、敷金及び保証金が

450百万円増加したことによるものであります。繰延資産は12百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円減少

いたしました。これは主に社債発行費が7百万円減少したことによるものであります。

　この結果、総資産は138,821百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,573百万円増加いたしました。

（負債の部）

　当連結会計年度末における流動負債は35,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,661百万円増加いたしま

した。これは主に未払法人税等が2,628百万円、未払消費税等が1,786百万円減少した一方、1年内返済予定の長期

借入金が17,333百万円、預り金が1,011百万円増加したことによるものであります。固定負債は64,986百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ3,592百万円増加いたしました。これは主に匿名組合出資預り金が446百万円減少した

一方、長期借入金が3,155百万円、受入敷金保証金が924百万円増加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は100,344百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,253百万円増加いたしました。

（純資産の部）

　当連結会計年度末の純資産は38,477百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,319百万円増加いたしました。こ

れは主に自己株式消却に伴い資本剰余金が1,168百万円減少した一方、親会社株主に帰属する当期純利益4,387百万

円の計上と配当金719百万円の支払に伴い利益剰余金が3,668百万円増加したことによるものであります。

 

②経営成績の分析

（売上高）

　当連結会計年度の売上高は、52,159百万円（前年同期比16.9％減）となりました。詳細については、「第２　事

業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の

概要 １．財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。

（売上総利益）

　当連結会計年度の売上原価は、39,322百万円（前年同期比16.4％減）となりました。これは主に物流投資事業に

おける不動産販売原価等を計上したことによるものであります。この結果、当連結会計年度の売上総利益は12,837

百万円（前年同期比18.3％減）となりました。

（営業利益）

　当連結会計年度の販売費及び一般管理費は5,689百万円（前年同期比2.8％増）となりました。これは主に事業規

模の拡大に伴う人員増加により人件費等が増加したことによるものであります。この結果、当連結会計年度の営業

利益は7,147百万円（前年同期比29.8％減）となりました。

（経常利益）

　当連結会計年度の営業外収益は656百万円となりました。主な内訳は、持分法による投資利益552百万円、受取保

険金67百万円であります。また、当連結会計年度の営業外費用は1,106百万円となりました。主な内訳は、支払手

数料565百万円、支払利息494百万円であります。この結果、当連結会計年度の経常利益は6,697百万円（前年同期

比27.1％減）となりました。

（税金等調整前当期純利益）

　当連結会計年度の特別利益は10百万円となりました。主な内訳は、固定資産売却益８百万円であります。また、

当連結会計年度の特別損失は142百万円となりました。主な内訳は、減損損失91百万円、投資有価証券評価損28百

万円であります。さらに、匿名組合損益分配額６百万円を計上した結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利

益は6,558百万円（前年同期比28.4％減）となりました。
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(親会社株主に帰属する当期純利益)

　当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は4,387百万円（前年同期比24.0％減）となりました。

 

　なお、当社グループは、2022年７月期から2026年７月期までの第２次中期経営計画を策定し、最終年度である

2026年７月期において事業利益140～150億円、ROE15％以上を数値目標としております。当連結会計年度の事業利

益は8,023百万円、ROEは11.8％となりました。

 

③キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概要 ２．キャッシュ・フローの状況」をご

参照ください。

 

④経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」を

ご参照ください。

 

⑤資本の財源及び資金の流動性

　当社グループの主な資金需要は、物流投資事業における物件の取得及び開発の資金と、不動産管理事業における

設備投資の資金であります。資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関から

の借入による資金調達等にて対応しております。当連結会計年度におきましては、総額38,299百万円を借入により

調達いたしました。結果、当連結会計年度末における有利子負債は総額76,004百万円（前連結会計年度末比20,440

百万円増）となりました。

　今後の資金需要におきましては、長期経営方針に基づき、ネットD/Eレシオを1.5倍から2.5倍を目安にコント

ロールし、借入期間の最適化と調達資金の多様化を推進してまいります。

 

　セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「第２　事業の状

況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概要

１．財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。
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５【経営上の重要な契約等】

（１）投資法人とのスポンサーサポート契約

　当社は、2022年９月22日付でＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）、当社の子会社

であるＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社及びストラテジック・パートナーズ株式会社とスポンサーサポート契約を締

結いたしました。

　当社グループと本投資法人が、相互のビジネスの拡大発展のための継続的協力関係を確立し、本投資法人の安定的かつ

継続的な不動産等の取得機会を確保するため、当社グループが支援業務を提供することにより、相互のビジネスが拡大発

展することを目的とするものであります。

　本スポンサーサポート契約に係る契約の内容は次のとおりであります。

相手方名称 契約の名称 契約内容 契約期間

ＣＲＥロジスティクス

ファンド投資法人
スポンサーサポート契約書

①優先的物件情報の提供、優先交渉権の付与、

売却物件情報の提供、ウェアハウジング機能

の提供

②土壌汚染に係る支援、リーシングサポート業

務の提供、プロパティマネジメント業務の提

供

③保有資産の再開発等に関する支援、施設運営

に関するアドバイザリー業務の提供

④賃料固定型マスターリース契約の締結、保有

資産の価値向上のための修繕・改築に関する

支援

⑤投資口の取得及び保有、商標の使用許諾

2022年９月か

ら2032年９月

まで

（自動更新）

 

（２）資本業務提携契約

①株式会社エンバイオ・ホールディングスとの資本業務提携契約

　当社は、2015年10月13日付で株式会社エンバイオ・ホールディングス（以下、「EBH」といいます。）との間で資本業務

提携契約を締結し、同日付で同社の実施する第三者割当増資の引受けを行いましたが、2023年４月21日に当該契約の内容

を見直し、新たに同名称の契約を締結し、2023年５月10日付で同社の実施する第三者割当増資の引受けを行いました。

　本資本業務提携は、当社及びEBHの両社の経営資源を最大限活用、協業することにより、EBHが行う太陽光発電を中心とし

た国内外の自然エネルギー事業を拡大させ、環境配慮型企業グループとして両社の企業価値を向上させることを目的とす

るものであります。

　本資本業務提携に係る契約の内容は次のとおりであります。

相手方名称 契約の名称 契約内容 契約期間

株式会社エンバイオ・ホールディングス 資本業務提携契約書

（EBHの役割）

・国内外の太陽光発電を中心とした自然

エネルギー事業投資及びその運営

 

（当社の役割）

・EBHの太陽光発電事業のために、当社が

開発する物流施設「ロジスクエア」の

屋根の提供

・自然エネルギー施設を投資対象とする

投資ファンド組成・運営ノウハウの提

供

―
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②ケネディクス株式会社との資本業務提携契約

　当社は、2017年２月６日付でケネディクス株式会社との間で資本業務提携契約を締結し、2017年３月１日に同社からの

第三者割当増資の払込みが完了しました。2021年10月４日に当該契約の内容を見直し、当該資本業務提携契約に関する変

更合意書を締結いたしました。

相手方名称 契約の名称 契約内容 契約期間

ケネディクス株式会社 資本業務提携契約

ケネディクス㈱と共同開発又は共同投資の検討を行う

ことにより当社物流投資事業における物流施設の開発

件数や規模の拡大等

2023年３月か

ら2024年２月

まで

（自動更新）

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は792百万円であります。（投資額に

は、有形固定資産、無形固定資産の金額を含んでおります。）

　その主なものは、不動産管理事業における賃貸用不動産の取得であります。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2023年７月31日現在
 

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物

（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本社

（東京都港区）

不動産管理事業

物流投資事業
事務所 74 － 133 208 166

神奈川営業所

他、３営業所
不動産管理事業 事務所 39 － 2 42 56

本巣２号店舗

（岐阜県本巣市）
不動産管理事業 賃貸用設備 550 － 0 550 －

足立倉庫81

（東京都足立区）
不動産管理事業 賃貸用設備 67

336

(1,880.71)
－ 404 －

相模原倉庫35

（神奈川県相模原市）
不動産管理事業 賃貸用設備 35

200

(2,422.52)
－ 236 －

ＩＣＡ（北側）

（神奈川県厚木市）
不動産管理事業 賃貸用設備 0

207

(2,469.61)
0 207 －

寒川10号

（神奈川県海老名市）
不動産管理事業 賃貸用設備 0

153

(2,013.77)
－ 153 －

取手市ゆめみ野倉庫

（茨城県取手市）
不動産管理事業 賃貸用設備 70

72

(1,983.48)
－ 143 －

南町田店舗

（東京都町田市）
不動産管理事業 賃貸用設備 113

11

(100.13)
－ 124 －

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「ソフトウエア」等の合計であります。

２．上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
年間賃借料または
リース料（百万円）

リース契約残高
（百万円）

柏市十余二物流センター

（千葉県柏市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（リース）
62 118

津守３丁目倉庫

（大阪府大阪市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
272 －

ＬＯＧ１３１

 (埼玉県入間市)
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
266 －

ＬＯＧ１３０

 (東京都西多摩郡)
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
249 －

厚木ＩＣＣ１

（神奈川県厚木市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
221 －

枚方倉庫８０号

 (大阪府枚方市)
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
146 －

ＬＯＧ１０５

（東京都武蔵村山市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
145 －

ふじみ野市大井武蔵野倉庫

（埼玉県ふじみ野市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
138 －

ＬＯＧ１２５

 (東京都東村山市)
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
130 －

ＬＯＧ１２９

 (埼玉県入間市)
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
115 －

茅ヶ崎倉庫２

（神奈川県茅ヶ崎市）
不動産管理事業

賃貸用設備

（賃借）
103 －
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(2）国内子会社

2023年７月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物

（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

合計
（百万円）

匿名組合ＣＲＥ海老

名開発

海老名倉庫

(神奈川県海老名市)

不動産管理事

業
賃貸用設備 1,022

3,059

(21,252.45)
4,081 －

匿名組合ＣＲＥオー

ナー積立投資

愛川７号

（神奈川県愛甲郡）

不動産管理事

業
賃貸用設備 54

104

(1,887.80)
159 －

匿名組合ＣＲＥオー

ナー積立投資

羽生１号

（埼玉県羽生市）

不動産管理事

業
賃貸用設備 31

68

(2,657.00)
100 －

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

（1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

（2）重要な改修

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 77,200,000

計 77,200,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2023年７月31日）
提出日現在発行数（株）
（2023年10月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,259,200 29,259,200
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

計 29,259,200 29,259,200 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、2023年10月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

２．発行済株式のうち368,400株は、現物出資（譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権499百万円）によるもの

であります。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　㈱シーアールイー第２回新株予約権

決議年月日 2014年７月24日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役 １名 及び 従業員 ２名

並びに 社外協力者 ２名　（注）１

新株予約権の数（個）※ 55[55]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式　11,000[11,000]　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 247　（注）３

新株予約権の行使期間 ※
自　2016年７月25日

至　2024年７月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　247

資本組入額　　123.5

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ （注）５

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）６

   ※ 当事業年度の末日（2023年７月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2023年９月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に

記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．当該付与対象者は、2014年８月１日に完全子会社となったストラテジック・パートナーズ㈱（現 CREリート

アドバイザーズ㈱）の従業員であり、本書提出日現在、当社子会社取締役であります。

　　　　２．新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付

与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

　上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができます。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

 30/145



３．割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定め

る算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

　調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率

　当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は次の算式により調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

　調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」と読み替えるものとします。

 

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は当社の普通株式にかかる株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限

り、本新株予約権を行使することができます。

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員又は従業員であるこ

とを要します。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の配偶者、子（養子を含む）、父母及び兄弟姉妹のうちの１人に相

続される場合に限り、相続人は本新株予約権を行使することができます。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

 

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。

 

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調

整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる

金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる

期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権に準じて決定する。
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(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権に準じて決定する。

 

７．2014年11月19日開催の取締役会決議により、2014年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っ

ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

８．2016年９月12日開催の取締役会決議により、2016年11月1日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

９．2018年５月22日開催の取締役会決議により、2018年８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

１０．2021年10月11日開催の取締役会決議により、2021年10月26日付で、公募及び第三者割当てによる新株式の

発行を行っております。これにより、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
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②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

 33/145



（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2018年８月１日

（注）１．

 

12,965,500 25,931,000 - 2,145 - 2,105

2018年８月１日～

2018年11月30日

（注）２．

40,000 25,971,000 3 2,149 3 2,109

2018年12月10日

（注）３．

 

68,900 26,039,900 33 2,183 33 2,143

2018年12月１日～

2019年７月31日

（注）２．

 

121,400 26,161,300 12 2,195 12 2,155

2019年８月１日～

2019年11月30日

（注）２．

18,000 26,179,300 2 2,197 2 2,157

2019年12月10日

（注）４．
65,900 26,245,200 35 2,233 35 2,193

2019年12月１日～

2020年７月31日

（注）２．

64,000 26,309,200 6 2,240 6 2,200

2020年８月３日

（注）５．
957,900 27,267,100 695 2,935 695 2,895

2020年９月１日

（注）６．
123,600 27,390,700 89 3,024 89 2,984

2020年８月１日～

2020年11月30日

（注）２．

2,000 27,392,700 0 3,024 0 2,984

2020年12月10日

（注）７．
67,900 27,460,600 46 3,070 46 3,030

2020年12月１日～

2021年１月31日

（注）２．

2,000 27,462,600 0 3,071 0 3,031

2021年２月１日～

2021年７月31日

（注）２．

6,200 27,468,800 0 3,071 0 3,031

2021年10月26日

（注）８．
1,802,400 29,271,200 1,537 4,608 1,537 4,568

2021年10月26日

（注）９.
357,900 29,629,100 318 4,927 318 4,887

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

 34/145



年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2021年８月１日～

2021年11月30日

（注）２．

2,000 29,631,100 0 4,927 0 4,887

2021年11月24日

（注）10.
269,400 29,900,500 229 5,157 229 5,117

2021年12月10日

（注）11.
67,300 29,967,800 59 5,217 59 5,177

2021年12月１日～

2022年７月31日

（注）２．

4,000 29,971,800 0 5,217 0 5,177

2022年８月１日～

2022年11月30日

（注）２．

13,000 29,984,800 1 5,219 1 5,179

2022年12月９日

（注）12.
98,400 30,083,200 74 5,293 74 5,253

2022年12月１日～

2023年２月28日

（注）２．

4,000 30,087,200 0 5,294 0 5,254

2023年３月31日

（注）13.
△840,000 29,247,200 ‐ 5,294 ‐ 5,254

2023年３月１日～

2023年７月31日

（注）２．

12,000 29,259,200 1 5,295 1 5,255

 

 （注）１．株式分割（１：２）によるものであります。

２．新株予約権の行使による増加であります。

３．譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価格　　975円

資本組入額　487.5円

割当先　　　当社の監査等委員でない取締役　 ７名

当社の使用人　　　　　　　　　150名

当社の子会社の取締役　　　　　 ３名

当社の子会社の使用人　　　　　 16名

４．譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価格　　1,078円

資本組入額　539円

割当先　　　当社の監査等委員でない取締役　 ７名

当社の使用人　　　　　　　　　154名

当社の子会社の取締役　　　　　 ６名

当社の子会社の使用人　　　　　 32名

５．有償一般募集

　　発行価格　　　　　1,503円

　　払込金額　　　 1,440.36円

　　資本組入額　　 　720.18円
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６．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資）

　　払込金額　　　　　　　1,440.36円

　　資本組入額　　　　　　　720.18円

　　割当先　　　　　　SMBC日興証券㈱

７．譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

　　発行価格　　1,361円

　　資本組入額　680.5円

　　割当先　　　当社の監査等委員でない取締役　７名

　　　　　　　　当社の使用人　　　　　　　　 190名

　　　　　　　　当社の子会社の取締役　　　　　６名

　　　　　　　　当社の子会社の使用人　　　　　50名

８．有償一般募集

　　発行価格　　　1,780円

　　払込金額　　1,705.8円

　　資本組入額　　852.9円

９．有償第三者割当

　　払込金額　　　　　 　1,780円

　　資本組入額　　　　　　 890円

　　割当先　　　　ケネディクス㈱

10. 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資）

　　払込金額　　 　1,705.8円

　　資本組入額　　　 852.9円

　　割当先　　SMBC日興証券㈱

11. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行

　　発行価格　　1,775円

　　資本組入額　887.5円

　　割当先　　　当社の監査等委員でない取締役　７名

　　当社の使用人　　　　　　　　　　　　　　 207名

　　当社の子会社の取締役　　　　　　　　　　　５名

　　当社の子会社の使用人　　　　　　　　　　　49名

12. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行

　　発行価格　　1,511円

　　資本組入額　755.5円

　　割当先　　　当社の監査等委員でない取締役　７名

　　当社の使用人　　　　　　　　　　　　　　 218名

　　当社の子会社の取締役　　　　　　　　　　　４名

　　当社の子会社の使用人　　　　　　　　　　　41名

13. 自己株式の消却

　　自己株式の消却による減少であります。
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（５）【所有者別状況】

       2023年７月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 12 22 53 62 16 5,480 5,645 －

所有株式数

（単元）
－ 27,712 2,620 165,033 60,949 30 36,201 292,545 4,700

所有株式数の割

合（％）
－ 9.47 0.89 56.41 20.83 0.01 12.37 100.00 －

（注）１．自己株式2,445株は、「個人その他」に24単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。

２．当社代表取締役 山下 修平の資産管理会社である京橋興産株式会社が保有する11,009,800株は、「その他の

法人」に含めて記載しております。

（６）【大株主の状況】

  2023年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

京橋興産㈱ 東京都港区虎ノ門４丁目３番20号 11,009,800 37.63

ケネディクス㈱ 東京都千代田区内幸町２丁目１番６号 4,485,000 15.32

GOLDMAN, SACHS& CO. REG

（常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券㈱）

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA

（東京都港区六本木６丁目10番１号）
2,835,254 9.69

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 1,156,200 3.95

CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED

SOLELY IN ITS CAPACITY AS

TRUSTEE OF THE VPL1 TRUST

（常任代理人　立花証券㈱）

89 NEXUS WAY, CAMANA BAY,

POBOX31106, GRAND CAYMAN, KY1-1205,

CAYMAN ISLANDS

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目13-

14）

1,000,000 3.41

野村信託銀行㈱（信託口2052257） 東京都千代田区大手町２丁目2-2 999,000 3.41

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 

NON TREATY CLIENTS ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店　カストディ業務部）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

E14 ５NT, UK

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

711,200 2.43

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE

HIGHCLERE INTERNATIONAL

INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店　カストディ業務部）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

E14 ５NT, UK

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

621,200 2.12

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

（常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券㈱）

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON

EC4A 4AU, U.K.

（東京都港区六本木６丁目10-１）

606,700 2.07

公共建物㈱ 東京都中央区京橋３丁目７－１ 559,600 1.91

計 － 23,983,954 81.97

（注）１．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて表示し

ております。

　　　２．2022年11月21日付での公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ユナイテッド・マ

ネージャーズ・ジャパン㈱が2022年11月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当

社として2023年７月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況に含

めておりません。

　　　　　なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

　　　　　　大量保有者　　　　ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン㈱

　　　　　　住所　　　　　　　東京都港区虎ノ門一丁目１６番８号　虎ノ門石井ビル５階
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　　　　　　保有株券等の数　　株券　1,778,100株

　　　　　　株券等保有割合　　5.93％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2023年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,252,100 292,521 －

単元未満株式

（注）１
普通株式 4,700 － －

発行済株式総数  29,259,200 － －

総株主の議決権  － 292,521 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式45株が含まれております。
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②【自己株式等】

    2023年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社シーアールイー
東京都港区虎ノ門

二丁目10番１号
2,400 － 2,400 0.00

計 － 2,400 － 2,400 0.00
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得、会社法第155条第７号に該当する普通株式の

取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会(2022年９月12日)での決議状況

（取得期間　2022年９月13日～2023年３月14日）

(注)１

580,000 1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 580,000 886,767,200

残存決議株式の総額及び価額の総額 － 113,232,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 11.32

   

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － 11.32

　 (注) 当決議による自己株式の取得は、2022年９月30日をもって終了しております。

 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会(2022年10月21日)での決議状況

（取得期間　2022年10月24日～2022年12月22日)
280,000 360,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 249,700 359,969,800

残存決議株式の総額及び価額の総額 30,300 30,200

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 10.82 0.00

   

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 10.82 0.00

　 (注) 当議決による自己株式の取得は、2022年11月16日をもって終了しております。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式（注）１ 5,271 －

当期間における取得自己株式（注）２ 1,034 －
 
（注）１．当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取り46株及び譲渡制限付株式5,225株の無償取得に

よるものです。

２．当期間における取得自己株式には、2023年10月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りおよび譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。

３．2023年７月31日以降、2022年８月に２名の退職者より434株、2022年９月に１名の退職者より600株の譲渡制

限付株式を無償取得いたしました。これにより、2023年９月30日現在において、自己株式は1,034株増加し

ております。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式（注）１ 840,000 1,246,560,000 － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係

る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数（注）２ 2,445 1,246,560,000 3,479 -

（注）１．2023年２月17日開催の取締役会の決議に基づき、会社法第178条の規定による自己株式840,000株の消却を行

　　　　　いました。

　　　２．当期間における保有自己株式数には、2023年10月１日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式数

　　　　　は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、これまで、配当と自己株式取得を合わせた総還元性向の目標を30％程度としておりました。このたび、総

還元性向の目標を引き上げ、毎期30％を下限とし、50％を目標にいたします。

当期の配当につきましては、１株当たり25円といたしました。安定した期末配当の継続に加え、自己株式取得または

特別配当を通じた機動的な株主還元により、積極的な株主還元を実施してまいります。なお、期末配当については累

進配当を行うことを目指します。

　当社は、期末配当にて年１回の剰余金配当を基本方針としております。また、会社法第459条第１項に基づき、取

締役会の決議によって、期末配当、中間配当、そのほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に

定めております。

 

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たり配当額（円）

2023年９月13日
731 25

取締役会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは、下記を経営理念としております。

　　永　永続的な発展を使命とする

　　徳　自利利他の精神をもって事を為す

　　環　社会との繋がりを大切にする

　当社は、経営理念を実践し企業価値を高めるために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題

の一つと認識し、透明性・健全性・効率性の高い経営体制の確立に努めてまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

（a）取締役会

　取締役会は取締役11名により構成され、原則として毎月１回開催しております。なお、取締役11名のうち

３名は、監査等委員である社外取締役として選任されております。これにより、外部の客観的及び中立的な

意見を取り入れ、経営監督機能が十分に発揮できる体制を整えております。

（構成員の氏名）

代表取締役会長　山下修平（議長）、代表取締役社長　亀山忠秀、取締役副社長執行役員　近藤正昭、

取締役執行役員　小泉武宏、同　後藤信秀、

取締役　山本岳至

取締役（社外）　佐藤啓介、同　奥田かつ枝、

監査等委員（社外）　石久保善之、同　山田毅志、同　清水琢麿

 

（b）監査等委員会

　監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名により構成され、原則として毎月１回開催しておりま

す。内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおりま

す。

（構成員の氏名）

監査等委員（社外）　石久保善之（議長）、同　山田毅志、同　清水琢麿

 

（c）執行役員制度

　当社では、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の

強化を図るとともに、経営の効率化及び意思決定の迅速化、取締役会の活性化を目指し、執行役員制度を導

入しております。

　取締役会決議事項等の業務執行に関する重要な事項については、原則として毎週１回開催するユニット

リーダー会議で審議を行うこととしております。ユニットリーダー会議は、社長、常勤取締役、部門責任者

または部門責任者が指名する者、内部監査室長及び事務局で構成されております。

 

（d）内部監査室

　当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、人員は専任２名であります。内部監査室は社

内の主要な会議体に出席し、業務執行の適法性について監視し検証しております。また、監査等委員会及び

会計監査人と緊密に連携しながら、当社全体を対象に定期的な実地監査及び書類監査を実施しております。

監査対象部門から知り得た情報は代表取締役社長へ報告し、業務の改善に役立てるとともに、関係者に対し

て監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。

 

（e）リスク・コンプライアンス委員会

　当社は、コンプライアンス重視の経営及びリスク管理の推進及び強化を目的として、リスク・コンプライ

アンス委員会を設置しており、原則として四半期に１回開催しております。本委員会は、社長、常勤取締役

及び監査等委員である取締役、管理本部部門長及び内部監査室長、弁護士、公認会計士等の外部有識者で委

員会の決議により任命された者により構成されており、社内諸規程及び各種法令等に基づく適切な経営を実

現するため、社内外の問題について検討、諮問を行っております。また、当社では従業員からの法令違反等

に関する通報を適切に処理するための通報窓口を設置し不正行為等の早期発見と是正を図ることにより、コ

ンプライアンス体制の強化に向けた体制を構築しております。
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（f）サステナビリティ委員会

　当社では、気候変動・環境への対応を経営上の重要課題と認識しております。その諸課題についてはサス

テナビリティ委員会がリスク・コンプライアンス委員会との連携のもと、気候変動に伴うリスクと機会の評

価及び管理や目標達成に向けた対応、SDGs関連施策について年２回協議し、必要に応じて、取締役会へ報告

いたします。取締役会は原則として業務執行で議論・承認されたTCFD/SDGs課題に関する取り組み施策の進

捗を監督し、少なくとも年に１回以上、関連課題に関する事項を予定議題としております。

 

（g）指名報酬委員会

　取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性、透明性、客観性と説明責任を強化し、コーポレー

ト・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社

外取締役とする指名報酬委員会を設置しています。取締役の指名及び報酬に関する事項については、指名報

酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会及び代表取締役が決定しております。

 

（h）投融資委員会

　当社は、意思決定の迅速化及び機密情報保守の徹底を目的とし、投融資委員会を設置しており、議案があ

るときに開催しております。本委員会は、社長、常勤取締役、部門責任者等で構成されており、財務方針、

資金計画、資本政策及び重要な投資案件等の審議・検討を行い、方針を決定いたします。その後、必要な社

内手続きを経て承認されますが、投融資委員会で決定された方針が最大限尊重されます。

 

（i）会計監査人

　当社は、会社法に基づく会計監査人並びに金融商品取引法に基づく会計監査人としてEY新日本有限責任監

査法人を選任しており、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結して

おります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害

関係はありません。

 

（参考）スキルマトリックス

氏　名

スキルマトリックス

企業経営 法務 会計・税務 人事・労務
不動産・

建築
不動産金融 物流DX

山下修平 ○     ○  

亀山忠秀 ○     ○ ○

近藤正昭     ○   

小泉武宏     ○ ○  

後藤信秀 ○    ○   

山本岳至 ○      ○

佐藤啓介     ○ ○  

奥田かつ枝 ○    ○   

石久保善之   ○     

山田毅志 ○  ○  ○   

清水琢麿  ○  ○    

※上記一覧表は、取締役の有するすべての知識や経験を表すものではありません。

 

ロ．当該体制を採用する理由

　当社は、2015年10月29日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

いたしました。この移行は、監査等委員である取締役に、取締役会における議決権を付与することで、取締役

会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを

目的としております。

　事業内容及び会社規模等に鑑み、執行機能と監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、下記

のような体制が当社にとって最適であると考えております。執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能

及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る一方、社外取締役を加えた取締役会によ

る業務執行の監督機能、及び監査等委員会による監督・監査機能の整備・運用により、適切なガバナンス体制

の整備が図れると判断するため、現状の体制を採用しております。

　当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は下記のとおりであります。
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③企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

　取締役会にて決議した内部統制システム構築の基本方針に基づき、内外環境の変化に応じて、法令の遵守、

業務執行の適正性・効率性の確保等に向けた継続的な改善・充実を図り、ガバナンスの強化に向け取り組んで

おります。なお、内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりであります。

 

（取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制）

ａ．取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締

役の職務の執行を監督する。

ｂ．監査等委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、監査等委員会監査基準等に基づき取締役の職

務の執行を監査する。

ｃ．役職員は、倫理規程に基づき、法令・定款を遵守した行動を取る。

ｄ．業務遂行にあたり、コンプライアンス体制の推進、維持について、リスク・コンプライアンス管理規程

に則り、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括

する。

ｅ．内部監査室は代表取締役社長の直轄として設置され、内部監査規程に基づき、独立した組織的立場にお

いて、定期的に内部統制システムの運用状況について内部監査を行い、改善が必要な事例については、そ

の解決のために指導を行う。

ｆ．当社グループは、内部通報者保護の観点から、役職員が社内において法令違反行為が行われ、または行

われようとしていることを知りえた場合には、通報しやすい窓口として内部通報制度を整備するととも

に、通報者に対しては、不利益な取り扱いが行われない体制を確保する。

ｇ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会

的勢力とは断固として対決し、これらとかかわりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない旨

を倫理規程に定め、周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事実の発

生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構

築する。

 

（取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制）

　機密文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等とい

う。）に記録し、保存する。取締役及び各監査等委員及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、常

時これらの文書等を閲覧できるものとする。文書等の保管期間及び保管場所は、機密文書管理規程に定め

るところによる。

 

（損失の危険の管理に関する規程その他の体制）

　リスク・コンプライアンス管理規程に従い、リスク管理体制を明確にするとともに、内部監査室が部署毎

のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。当社グループの特性上重要度の

高いリスクである一定額以上の不動産投資案件については、投融資委員会において、総合的な判断で管理

する。組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応はコーポレートサービス部門がこれを行う。
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（取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）

　取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催することで、迅速かつ適切な意思決定を

行う体制を整備する。執行役員制度の導入により、取締役が経営上の判断業務に専念できる体制とし、取締

役の職務執行の効率性を確保するとともに、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行えるように、取

締役会専決事項を含む重要な事項を審議する機関として週１回定時でユニットリーダー会議を開催する。

　取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、職務権限規程、職務分掌規程等の関連諸規

程を定め、権限と責任を明確化する。

　以下の経営管理システムにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

 

ａ．取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく３年を期

間とする中期事業計画を策定する。

ｂ．取締役会は、中期事業計画に基づき、毎期事業部毎の業績目標と予算を作成する。設備投資、新規事業

等については、原則として、中期事業計画の目標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時

に各事業部への効率的な人的資源の配分を行う。

ｃ．各事業部を担当する執行役員は、各事業部が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業

務執行体制を決定する。

ｄ．前項の決定にあたり、職務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程との整合性に留意し、必要に応じ取締

役会承認のもと上記規程を改定する。

ｅ．月次の業績は、ＩＴを積極的に活用したシステムにより月次ベースで迅速に管理会計としてデータ化

し、取締役及び取締役会に報告する。

ｆ．取締役会は、毎月この結果をレビューし、目標未達の場合は、その要因を排除・低減する改善策を報告

させる。

ｇ．前項の議論を踏まえ、各事業部を担当する執行役員は、各事業部が実施すべき具体的な施策及び権限分

配を含めた効率的な業務執行体制を改善する。

 

（子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制）

　当社はグループ会社管理規程に基づき、子会社の経営管理に必要な資料の提出を求め、経営状況と財務状

況を把握し、必要と認めた事項については取締役会において報告する。

 

（当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制）

ａ．当社はリスク・コンプライアンス管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催

し、当社グループ全体のリスク管理を行う。

ｂ．内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告し、必要に応じて内部統

制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

 

（当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社の子会社の取

締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制）

　当社はグループ会社管理規程に基づき、当社グループ全体の事業特性を踏まえた管理等を効率的に行うと

ともに、当社グループの適正な業務運営のための管理体制及びリスク・コンプライアンス管理体制の整備を

支援する。

 

（監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびにその取締役及び使用人の他の取

締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項）

　監査等委員会の職務は、内部監査室の使用人がこれを補助し、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事

項の決定には、監査等委員会の事前同意を得ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）か

らの独立性を確保する。

 

（監査等委員会による監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項）

　監査等委員会より監査職務の遂行に必要な指示を受けた内部監査室は、その指示に関して、監査等委員会

のみからの指示に基づいて行い、当該指示された業務に関して監査等委員である取締役以外の取締役の指

揮・命令を受けないものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
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（取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制）

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、法定の事項に加えて、会社に著しい損害を及

ぼす事実があることを発見したときには、監査等委員会に報告する。

 

（子会社の取締役等または取締役等から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制）

　子会社の取締役等は、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子会社の監査役及び監

査役会に報告するとともに、当社の子会社担当部署に報告する。

　当社の子会社担当部署は、子会社の取締役または使用人から法令及び規程に定められた事項のほか、子会

社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を

報告する。

 

（前２項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため

の体制）

　前２項の報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で、当社及び子会社から不利益

な取り扱いが行われないことを当社及び子会社の社内規程に明記する。

 

（監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払

いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事

項）

　当社は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず

る費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等

委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

 

（その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制）

　監査等委員会による各事業部を担当する執行役員及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を必要に

応じて設けるとともに、代表取締役社長、監査法人及び内部監査室それぞれの間で定期的に意見交換会を実

施し、監査の実効性を確保できる体制とする。

 

ロ．リスク管理体制の整備の状況

　当社はリスク・コンプライアンス管理規程に基づき、グループ全体のリスク管理体制の整備は、当社のコー

ポレートサービス部門長がこれを推進するものとし、当社の各事業部及び関係会社の長は、当該事業部のリス

ク管理を統括し推進するものとし、当社の子会社の社長は、当該子会社におけるリスク管理体制を統括し推進

するものとしております。

 

ハ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、グループ会社管理規程に従い、子会社から定期的・臨時的に報告を求め、子会社のコンプライアン

ス体制の構築・運用を推進するとともに、必要に応じて内部監査室が内部監査を行うことで、業務の適正性を

確保しております。

 

④責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に定める額とし

ております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行につい

て、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負

担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及

に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。

　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法

行為を行った被保険者自身の損害等については填補の対象としないこととしております。
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⑥取締役の定数

　当社の取締役は16名以内とし、うち監査等委員である取締役は６名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑦取締役の選任及び解任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　解任提案にあたっては、解任基準を踏まえたうえで、取締役会で決定いたします。

（解任基準）

ａ．健康上の理由から職務の継続が困難となった場合

ｂ．職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損させた場合

ｃ．選定基準に定める資質が認められない場合

 

⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項

　当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、株主への機動

的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑨株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、

株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもの

であります。

 

⑩株式会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めており

ません。しかしながら、当社株式の大量買付行為等が当社グループの企業価値及び株主の利益を毀損するおそれ

がある場合は、当社のみならず当社の株主や取引先、従業員等、当社の利害関係者において重要な事項であるこ

とから、株主の皆様から経営を委ねられた者の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させる

という観点から最も適切と考えられる措置をとるよう対応いたします。

 

⑪取締役会、監査等委員会等の活動状況

　当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の開催回数及び出席状況については以

下のとおりです。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役会長 山下 修平 14回 13回

代表取締役社長 亀山 忠秀 14回 14回

取締役副社長執行役員 近藤 正昭 14回 14回

取締役執行役員 小泉 武宏 14回 14回

取締役執行役員 後藤 信秀 14回 14回

取締役執行役員 山本 岳至 14回 14回

社外取締役 佐藤 啓介 14回 14回

社外取締役 奥田 かつ枝 14回 13回

社外取締役

監査等委員
石久保 善之 14回 14回

社外取締役

監査等委員
山田 毅志 14回 12回

社外取締役

監査等委員
清水 琢磨 14回 14回

 

　取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関する意思決定、及び業務執行

状況の監督を行っています。

 

　当事業年度における監査等委員会の開催回数及び出席回数等については、（３）監査の状況 ① 監査等委員会

監査の状況をご参照ください。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

 49/145



（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役会長

（代表取締役）
山下　修平 1973年８月４日生

1987年12月　東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役

2003年３月　富士総業㈱取締役（現任）

2003年６月　公共建物㈱取締役（現任）

2009年11月　㈱天幸総建取締役会長

2009年12月　当社代表取締役社長

2014年８月　CREリートアドバイザーズ㈱取締役

2016年５月　京橋興産㈱代表取締役（現任）

2017年８月　当社代表取締役会長（現任）

(注)３ 388,200

取締役社長

（代表取締役）
亀山　忠秀 1974年12月26日生

2002年７月　㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマー

シャル・アールイー）入社

2006年６月　㈱コマーシャル・アールイー取締役

2007年６月　㈱コマーシャル・アールイー常務取締役

2011年７月　当社常務取締役

2014年８月　CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現

任）

2016年５月　CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任）

2016年６月　㈱エンバイオ・ホールディングス取締役

（現任）

2016年９月　ストラテジック・パートナーズ㈱取締役

（現任）

2017年８月　CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役

2017年８月　当社代表取締役社長（現任）

2020年12月　㈱APT取締役

2023年４月　PT.Cella Emerald Logistik監査役（現

任）

(注)３ 169,600

取締役副社長 近藤　正昭 1955年10月29日生

1978年４月　㈱天幸総建入社

2005年１月　㈱天幸総建取締役

2007年６月　㈱天幸総建常務取締役

2011年２月　当社取締役

2011年７月　当社常務取締役

2012年８月　当社専務取締役

2016年10月　当社取締役副社長

2017年８月　一般社団法人日本倉庫マスターリース協

会代表理事（現任）

2018年12月　㈱ロジコム代表取締役

2022年10月　当社取締役副社長執行役員（現任）

(注)３ 165,000

取締役

執行役員
小泉　武宏 1973年１月31日生

2003年７月　㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマー

シャル・アールイー） 入社

2010年８月　当社入社

2012年８月　当社執行役員物流投資企画事業本部長

2018年10月　当社取締役執行役員（現任）

2019年６月　㈱土地再生投資取締役（現任）

2021年９月　㈱エンバイオC・エナジー取締役（現

任）

(注)３ 20,500

取締役

執行役員
後藤　信秀 1975年７月18日生

2002年10月　㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマー

シャル・アールイー） 入社

2010年８月　当社入社

2012年８月　当社執行役員不動産管理事業本部長

2017年８月　CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役

2018年８月　㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取

締役（現任）

2018年10月　当社取締役執行役員（現任）

2018年12月　㈱ロジコム取締役

2019年10月　㈱A-TRUCK取締役（現任）

2021年12月　㈱パルマ取締役（現任）

2022年10月　㈱APT取締役（現任）

(注)３ 77,300
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役 山本　岳至 1975年10月29日生

2010年１月　㈱天幸総建取締役

2011年７月　当社入社 執行役員新規事業室長

2012年８月　当社執行役員経営企画本部長

2013年５月　当社執行役員経営企画本部長兼不動産営

業本部長

2016年５月　CRE Asia Pte. Ltd. 取締役

2017年８月　CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役

2018年５月　㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代

表取締役

2018年10月　当社取締役執行役員

2018年12月　㈱ロジコム取締役

2019年10月　㈱A-TRUCK取締役（現任）

2020年12月　㈱APT取締役（現任）

2022年12月　㈱ストラソルアーキテクト代表取締役

（現任）

2023年８月　当社取締役（現任）

(注)３ 19,700

取締役 佐藤　啓介 1971年１月６日生

1993年４月　東急不動産㈱

2002年10月　J.P.モルガン証券会社

2006年５月　キャピタル・アドバイザーズ㈱

2007年10月　ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ

㈱

2011年11月　ケネディクス㈱

2012年２月　ケネディクス・リート・マネジメント㈱

財務企画部長

2012年８月　ケネディクス・リート・マネジメント㈱

取締役投資運用部長

2013年10月　ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファ

ンド本部投資運用部長

2016年３月　ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデン

シャル・リート本部企画部長

2017年３月　ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最

高業務執行者（COO）兼レジデンシャ

ル・リート本部長

ケネディクス・レジデンシャル投資法人

（現ケネディクス・レジデンシャル・ネ

クスト投資法人）執行役員

2018年３月　ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最

高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・

リート本部長兼レジデンシャル・リート

本部資産投資部長

2019年４月　ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最

高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・

リート本部長兼レジデンシャル・リート

本部ヘルスケア投資運用部長

2019年７月　ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最

高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・

リート本部長

2021年８月　ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長

ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱

取締役（現任）

ケネディクス・エンジニアリング㈱取締

役（現任）

2021年10月　CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現

任)

　　　　　　当社社外取締役（現任）

2022年２月　ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長

兼広報・サステナビリティ推進部長（現

任）

2022年８月　KDX証券設立準備㈱取締役

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役 奥田　かつ枝 1963年12月28日生

1986年４月　三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社）入社

1997年９月　㈱緒方不動産鑑定事務所入所

2000年11月　㈱緒方不動産鑑定事務所取締役

2006年４月　東京地方裁判所民事調停委員（現任）

2006年８月　国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会

専門委員（現任）

2007年10月　東京都土地利用審査会委員

2009年４月　学校法人明治大学専門職大学院グローバ

ルビジネス研究科兼任講師

2011年９月　一般財団法人民間都市開発推進機構メザ

ニン支援事業審査会委員（現任）

2012年11月　イオン・リートマネジメント株式会社投

資委員会外部委員（現任）

2013年６月　公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合

会常務理事

2015年５月　ジャパン・シニアリビング投資法人執行

役員

2015年12月　国土交通省国土審議会土地政策分科会企

画部会専門委員（現任）

2017年11月　㈱九段緒方ホールディングス代表取締役

2018年３月　ケネディクス・レジデンシャル・ネクス

ト投資法人執行役員

2018年６月　㈱セレスポ社外監査役

2018年７月　㈱九段都市鑑定代表取締役

2021年４月　財務省財政制度等審議会委員（現任）

2021年４月　㈱サンケイビル・アセットマネジメント

投資委員会外部委員（現任）

2021年６月　マルハニチロ㈱社外監査役

2021年10月　当社社外取締役（現任）

2022年６月　㈱セレスポ社外取締役（現任）

2022年12月　㈱九段緒方総合鑑定代表取締役（現任）

2023年６月　マルハニチロ㈱社外取締役（現任）

(注)３ －

取締役

（監査等委員）
石久保　善之 1957年１月17日生

1984年10月　監査法人中央会計事務所入所

1988年３月　公認会計士登録

2001年７月　中央青山監査法人社員登録

2006年11月　石久保公認会計士事務所代表（現任）

2014年６月　オーデリック㈱社外監査役

2014年10月　当社社外取締役

2015年10月　当社社外取締役・監査等委員（現任）

2015年12月　㈱インタースペース社外監査役（現任）

2016年６月　オーデリック㈱社外取締役・監査等委員

(注)４ －

取締役

（監査等委員）
山田　毅志 1967年７月29日生

1992年４月　安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入

行

1997年６月　山田＆パートナーズ会計士事務所入所

2000年３月　公認会計士登録

2000年８月　ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社

2002年６月　税理士法人タクトコンサルティング入所

2006年６月　㈱アパマンショップネットワーク（現Ａ

ＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任）

2007年６月　㈱博展社外監査役（現任）

2010年７月　税理士法人タクトコンサルティング代表

社員（現任）

2013年10月　当社社外監査役

2015年10月　当社社外取締役・監査等委員（現任）

2020年６月　㈱タクトコンサルティング代表取締役社

長（現任）

2022年６月　㈱博展社外取締役

2023年６月　㈱博展社外取締役（監査等委員）（現

任）

(注)４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役

（監査等委員）
清水　琢麿 1975年３月10日生

2002年10月　弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現

西村あさひ法律事務所）入所

2007年４月　法律特許事務所イオタ（現法律事務所イ

オタ）パートナー弁護士

2012年４月　慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任）

2012年４月　医療法人社団豊徳会丸田病院監事

2012年９月　㈱ABEJA社外監査役（現任）

2013年１月　ユカリア治験審査委員会委員

2014年３月　千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事

2014年10月　当社社外監査役

2015年10月　当社社外取締役・監査等委員（現任）

2017年10月　法律事務所イオタ代表パートナー弁護士

（現任）

2018年３月　鹿島プライベートリート投資法人監督委

員（現任）

2018年９月　医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事

2019年３月　CBcloud㈱監査役（現任）

2020年10月　医療法人社団雄仁会理事

2021年11月　千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外監事

（現任）

2022年４月　㈱DUALホールディングス監査役（現任）

(注)４ －

計 840,300

 
　（注）１．佐藤 啓介、奥田 かつ枝、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　石久保 善之、委員　山田 毅志、委員　清水 琢麿

　　法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2023年10月26日開催の定

時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に奥田かつ枝（当社社外取締役）が選任されてお

ります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までであります。

４．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までであります。

５．当社では、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強

化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

　　　取締役副社長執行役員　近藤　正昭（営業本部）

　　　取締役執行役員　小泉　武宏（物流投資事業本部）

取締役執行役員　後藤　信秀（経営企画本部）

執行役員　　　　大木　秀臣（営業本部マスターリースユニット）

執行役員　　　　樋髙　康裕（営業本部リーシングユニット）

執行役員　　　　清遠　太喜（営業本部ソリューション戦略ユニット）
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②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数

　当社は、社外取締役を５名選任しております。

 

ロ．社外取締役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役奥田かつ枝氏、石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、当社との人的関係、資本

的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。

　社外取締役佐藤啓介氏は、当社の資本業務提携先・主要株主であるケネディクス株式会社の執行役員兼経営戦

略部長です。同氏と当社との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。

 

ハ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

　監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅

広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って取締役の職務執行に対する監督、

助言等を期待できると判断し、選任しております。

　監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広

い知識を有し、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期

待できると判断し、選任しております。

　監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、㈱タクトコンサルティ

ングの代表取締役社長として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的

な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。

　監査等委員でない社外取締役の奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、

また、㈱九段緒方総合鑑定の代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立し

た客観的・中立的な立場に立って当社の経営に対する様々な助言等を期待できると判断し、選任しております。

　監査等委員でない社外取締役の佐藤啓介氏は、ケネディクス株式会社の執行役員及び経営戦略部長として会社

経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待でき

ると判断し、選任しております。

 

ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたって

は、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化

を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的

な助言ができる人材を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

　監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上

を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。

　内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監

査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に

努めております。また、内部統制についても、内部監査室が当社全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、そ

の整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施す

ることで、内部統制の有効性を高めております。
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（３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

　監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名により構成され、原則として毎月１回開催しております。当連

結会計年度において監査等委員会は13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

石久保　善之 13回 13回

山田　毅志 13回 11回

清水　琢麿 13回 13回

 

　監査等委員である社外取締役の石久保善之氏及び山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、監

査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、いずれも豊富な経験と幅広い

知識を有しております。

　監査等委員会においては、取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス、内部統制

システムの整備・運用状況、企業情報開示体制、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を検討事項としてお

ります。また、会計監査人の評価、会計監査人の選解任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監

査人との監査上の主要な検討事項(KAM)および監査報告書の作成等について検討を行っております。

　各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重要な会議

等に出席し、意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を

調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。

 

②内部監査の状況

　当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査に関する専門的な知見および豊富な経験を

有する専任者２名が社内規則・規程に基づき実施しております。内部監査室は事業年度ごとに策定された内部監査

計画に基づき内部監査を行っております。本計画と監査結果は代表取締役社長に承認され、取締役会と監査等委員

会に対して報告するデュアルレポーティングラインを確保しております。

　内部監査室は社内の主要な会議体に出席し、業務執行の適法性について監視し検証し、当社全体を対象に定期的

な実地監査及び書類監査を実施しております。監査対象部門から知り得た情報は代表取締役社長へ報告し、業務の

改善に役立てるとともに、関係者に対して監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努

め、内部監査の実効性を確保しております。

　また、内部監査室が事務局を務める監査等委員会において、四半期ごとに会計監査人による監査の概要、監査結

果などに関する説明を受け意見交換を行う四半期レビューを開催し、会計監査人との相互連携および監査の実効性

の向上を図っております。

 

③会計監査の状況

イ．監査法人の名称

　EY新日本有限責任監査法人

 

ロ．継続監査期間

　８年間

 

ハ．業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員　業務執行社員：根津　美香

　指定有限責任社員　業務執行社員：八幡　正博

 

ニ．監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士　６名、その他　12名
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ホ．監査法人の選定方針と理由

　会計監査人の選定にあたっては、以下を選定基準としており、監査等委員会においてそれぞれの項目について

協議した結果、会計監査人が監査を継続することについて適切であると評価いたしました。

1．監査法人の概要

1-1　監査法人の概要はどのようなものか。

1-2　監査法人の品質管理体制はどのようなものか。

1-3　会社法上の欠格事由に該当しないか。

1-4　監査法人の独立性に問題はないか。

2．監査の実施体制等

2-1　監査計画は会社の事業内容に対応するリスクを勘案した内容か。

2-2　監査チームの編成は会社の規模や事業内容を勘案した内容か。

3．監査報酬見積

3-1　監査報酬見積額は適切か。

 

ヘ．監査等委員会による監査法人の評価

　会計監査人の評価につきましては、以下を評価基準項目としており、監査等委員会においてそれぞれの項目に

ついて協議した結果、会計監査人が監査を継続することについて適切であると評価いたしました。

1．監査法人の品質管理

1-1　監査法人の品質管理に問題はないか。

1-2　監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検

査結果を聴取した結果、問題はないか。

2．監査チーム

2-1　監査チームは独立性を保持しているか。

2-2　監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。

2-3　監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画

を策定し、実施しているか。

3．監査報酬等

3-1　監査報酬（報酬単価及び監査時間を含む。）の水準及び非監査報酬がある場合はその内容・水準は適

切か。

3-2　監査の有効性と効率性に配慮されているか。

4．監査等委員会とのコミュニケーション

4-1　監査実施の責任者及び現場責任者は監査等委員会と有効なコミュニケーションを行っているか。

4-2　監査等委員会からの質問や相談事項に対する回答は適時かつ適切か。

5．経営者等とのコミュニケーション

5-1　監査実施の責任者及び現場責任者は経営者や内部監査室等と有効なコミュニケーションを行っている

か。

6．グループ監査

6-1　海外のネットワーク・ファームの監査人若しくはその他の監査人がいる場合、特に海外における不正

リスクが増大していることに鑑み、十分なコミュニケーションが取られているか。

7．不正リスク

7-1　監査法人の品質管理体制において不正リスクに十分な配慮がなされているか。

7-2　監査チームは監査計画策定に際し、会社の事業内容や管理体制等を勘案して不正リスクを適切に評価

し、当該監査計画が適切に実行されているか。

7-3　不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
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④監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 45 2 44 －

連結子会社 － － － －

計 45 2 44 －

（前連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。

（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

ロ．監査を行う監査法人等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（イ.を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － 1 － 0

連結子会社 2 － 2 －

計 2 1 2 0

（前連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、海外事業に関する税務アドバイザリー業務であります。

（当連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、海外事業に関する税務アドバイザリー業務であります。

 

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ニ．監査報酬の決定方針

　当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を明確に定めておりませんが、監査日数・監査内容に応

じた適切な報酬となるよう、監査公認会計士と協議のうえ、決定しております。

 

ホ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認

し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

 

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、2021年６月17日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報

酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、

当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりで

す。

 

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利

益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること

を基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び

株式報酬により構成し、監督機能を担うおよび社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支

払うこととする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定

に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

３．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を

与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬等は、取締役の１年間の任期における成果に報いることを趣旨として、当社グループ全体の

年間の企業活動の成果である親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする現金報酬とする。この当期純利

益の額を基準として、取締役の役位や貢献度、経営計画の達成度等に応じて算出された額を賞与として、毎

年一定の時期に支給することがある。

　非金銭報酬等は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上へ

の貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式を中心とする株式報酬とする。取締役に付与する当

該譲渡制限付株式の数は、上記賞与と同様の方法により算出された額を基準として、上記賞与の額とのバラ

ンスを踏まえて決定し、毎年一定の時期に支給することがある。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合

の決定に関する方針

　株主と取締役の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となるこ

とを方針とする。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受ける

ものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与及

び株式報酬の評価配分とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、構成員の過半数

を独立社外取締役とする指名報酬委員会への諮問・答申を経て、代表取締役社長は，当該諮問・答申の内容

を踏まえて決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名報酬員会への諮問・答申を踏ま

え、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。

 

　監査等委員でない取締役の金銭報酬額は、2020年10月28日開催の第12期定時株主総会において、年額10億円以

内（うち、監査等委員でない社外取締役は年額3千万円以内）と決議しております。

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬につきましては、前記株主総会

で決議された金銭報酬額とは別枠にて、2020年10月28日開催の第12期定時株主総会において、譲渡制限付株式報

酬として支給する金銭報酬債権を年額10億円以内と決議しております。また、譲渡制限付株式報酬として、対象

取締役に対して当社が発行又は処分する普通株式の総数は事業年度ごとに1,000,000株以内とすることを併せて

決議しております。

　なお、監査等委員である取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成し、株主

総会の決議により決定した監査等委員である取締役の報酬総額の限度額内において、職務分担を勘案し、監査等

委員の協議によって決定しています。なお、監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2018年10月30日開催の第

10期定時株主総会において、年額8千万円以内と決議しております。

　また、当事業年度の業績連動報酬については、2022年７月20日開催の取締役会において、同日時点で見込まれ

る2022年７月期の連結当期純利益を指標として、個別の支給額は代表取締役社長に一任の上、各取締役に対して

現金報酬を支給することを決議しました。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役
員の員数
（人）基本報酬 賞与

譲渡制限付株
式（非金銭報

酬等）

取締役（監査等委

員を除く。）（社

外取締役を除

く。）

531 229 249 52 7

取締役（監査等委

員）（社外取締役

を除く。）

- - - - -

社外役員 16 16 - - 4

 

（注）１．取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役１名を除いております。

２．監査等委員でない取締役の金銭報酬額は、2020年10月28日開催の第12期定時株主総会において、年額10

億円以内（うち、監査等委員でない社外取締役は年額3千万円以内）と決議しております。また、監査

等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬につきましては、前記株主総

会で決議された金銭報酬額とは別枠にて、2020年10月28日開催の第12期定時株主総会において、譲渡制

限付株式報酬として支給する金銭報酬債権を年額10億円以内と決議しております。

３．監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2018年10月30日開催の第10期定時株主総会において、年額8

千万円以内と決議しております。

４．譲渡制限付株式報酬制度の概要は次のとおりです。

（１）譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額２億円の

範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付す

ることにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における

東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近

取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならな

い範囲で取締役会において決定する。

　また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定め

る内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

（２）譲渡制限付株式の総数

　対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数200,000株を、各事業年度において割り当てる

譲渡制限付株式の数の上限とする。

　ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた

場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該

譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

（３）譲渡制限付株式割当契約の内容

　譲渡制限付株式の割当てに際し、取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対

象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

(a)譲渡制限の内容

　譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、３年間から５年間までの間で取締役会が定める期

間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設

定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。

(b)譲渡制限付株式の無償取得

　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当

社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、取締役会

が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割

当株式」という。)を当然に無償で取得する。

　また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除

事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取

得する。

(c)譲渡制限の解除
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　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当

社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の

全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

　ただし、当該対象取締役が、取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当

社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、

譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する

ものとする。

(d)組織再編等における取扱い

　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契

約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して

の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、取締役会決議

により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める

数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

　この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡

制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 役員区分 会社区分

報酬等の種類別の額（百万円）
報酬等の総額
（百万円）

基本報酬 賞与
譲渡制限付
株式報酬

山下 修平 取締役 提出会社 99 116 26 241
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純

投資目的とは株式の売却や株式の配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、

純投資目的以外とは当社の事業戦略上の取引先との関係強化等当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と

考えております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

   の内容

　当社は、事業推進のうえで発生する協力関係の維持または強化、および事業機会の創出のために必要と判断

される企業の株式を保有する方針です。また、保有株式については、個別銘柄ごとに適宜取得、保有の意義

や、資本コスト等を踏まえた採算性・合理性について精査を行い、その採算性、合理性が乏しいと判断される

銘柄については保有の見直し等を検討し、縮減を図ってまいります。

　なお、保有株式の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値が期待できるかなどを総合的に

勘案して判断いたします。

 

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 4 432

非上場株式以外の株式 - -

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 - - -

非上場株式以外の株式 - - -

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 99

非上場株式以外の株式 - -

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　保有株式は非上場株式のみであるため、記載対象となるものはありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2022年８月１日から2023年７月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2022年８月１日から2023年７月31日まで）の財務諸表について、EY新日本

有限責任監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基

準機構へ加入し、同機構等の行うセミナーへの参加並びに会計専門書の定期購読を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年７月31日)

当連結会計年度
(2023年７月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,806 28,292

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１ 572 ※１ 1,322

完成工事未収入金 612 305

販売用不動産 ※３ 2,555 ※３ 16,214

仕掛販売用不動産 ※３ 43,981 ※３ 58,588

前渡金 ※３ 5,818 1,037

前払費用 1,482 1,501

未収消費税等 118 2,087

その他 348 317

貸倒引当金 △22 △9

流動資産合計 92,273 109,658

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,582 4,590

減価償却累計額 △2,032 △2,158

建物及び構築物（純額） ※３ 2,549 ※３ 2,432

機械装置及び運搬具 78 49

減価償却累計額 △75 △47

機械装置及び運搬具（純額） 2 2

工具、器具及び備品 245 281

減価償却累計額 △165 △197

工具、器具及び備品（純額） 80 84

土地 ※３ 4,416 ※３ 4,770

リース資産 496 517

減価償却累計額 △322 △354

リース資産（純額） 173 162

建設仮勘定 － 15

有形固定資産合計 7,222 7,467

無形固定資産   

のれん 848 636

その他 204 272

無形固定資産合計 1,052 908

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２ 8,394 ※２ 10,560

破産更生債権等 46 150

長期前払費用 1,203 789

繰延税金資産 82 135

敷金及び保証金 7,548 7,999

その他 451 1,290

貸倒引当金 △46 △150

投資その他の資産合計 17,679 20,774

固定資産合計 25,954 29,150

繰延資産   

社債発行費 19 12

繰延資産合計 19 12

資産合計 118,248 138,821
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年７月31日)

当連結会計年度
(2023年７月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,534 9,412

工事未払金 597 510

短期借入金 374 360

１年内返済予定の長期借入金 ※３,※５ 3,055 ※３,※５ 20,389

リース債務 53 60

未払法人税等 2,928 299

未払消費税等 1,837 51

預り金 263 1,274

前受収益 1,788 1,970

賞与引当金 386 381

役員賞与引当金 348 295

転貸損失引当金 46 22

工事損失引当金 8 7

資産除去債務 10 －

その他 462 323

流動負債合計 20,695 35,357

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 ※３,※５ 48,790 ※３,※５ 51,946

リース債務 290 248

繰延税金負債 58 0

債務保証損失引当金 33 37

転貸損失引当金 9 2

退職給付に係る負債 274 281

資産除去債務 300 299

受入敷金保証金 7,975 8,899

匿名組合出資預り金 446 －

その他 215 269

固定負債合計 61,394 64,986

負債合計 82,090 100,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,217 5,295

資本剰余金 7,177 6,008

利益剰余金 22,311 25,979

自己株式 △0 △0

株主資本合計 34,706 37,283

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,400 1,012

繰延ヘッジ損益 △18 △7

為替換算調整勘定 63 166

その他の包括利益累計額合計 1,446 1,172

非支配株主持分 5 21

純資産合計 36,157 38,477

負債純資産合計 118,248 138,821
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年８月１日
　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年８月１日
　至　2023年７月31日)

売上高 ※１ 62,734 ※１ 52,159

売上原価 47,017 39,322

売上総利益 15,717 12,837

販売費及び一般管理費 ※２ 5,534 ※２ 5,689

営業利益 10,182 7,147

営業外収益   

受取利息 6 2

為替差益 1 13

受取保険金 20 67

持分法による投資利益 － ※３ 552

その他 6 19

営業外収益合計 34 656

営業外費用   

支払利息 316 494

支払手数料 529 565

持分法による投資損失 ※４ 96 －

その他 86 46

営業外費用合計 1,029 1,106

経常利益 9,187 6,697

特別利益   

固定資産売却益 ※５ 0 ※５ 8

不動産売買契約違約金 ※６ 565 －

持分変動利益 0 1

特別利益合計 566 10

特別損失   

固定資産除却損 ※７ 42 ※７ 18

投資有価証券売却損 16 －

投資有価証券評価損 － 28

減損損失 ※８ 341 ※８ 91

のれん償却額 ※９ 184 －

その他 2 3

特別損失合計 586 142

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 9,168 6,565

匿名組合損益分配額 12 6

税金等調整前当期純利益 9,155 6,558

法人税、住民税及び事業税 3,671 2,097

法人税等調整額 △212 57

法人税等合計 3,458 2,155

当期純利益 5,696 4,403

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△）
△78 16

親会社株主に帰属する当期純利益 5,775 4,387
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年８月１日
　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年８月１日
　至　2023年７月31日)

当期純利益 5,696 4,403

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59 △385

為替換算調整勘定 17 △23

持分法適用会社に対する持分相当額 84 134

その他の包括利益合計 ※ 43 ※ △273

包括利益 5,740 4,129

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 5,819 4,113

非支配株主に係る包括利益 △78 16
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

     (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,071 5,031 17,157 △0 25,260

会計方針の変更に
よる累積的影響額   9  9

会計方針の変更を反
映した当期首残高

3,071 5,031 17,167 △0 25,270

当期変動額      

新株の発行 2,146 2,146   4,292

剰余金の配当   △631  △631

親会社株主に帰属
する当期純利益   5,775  5,775

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

     

当期変動額合計 2,146 2,146 5,144 - 9,436

当期末残高 5,217 7,177 22,311 △0 34,706

 

       

 その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産合計
 

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,470 △25 △41 1,402 83 26,746

会計方針の変更に
よる累積的影響額      9

会計方針の変更を反
映した当期首残高

1,470 △25 △41 1,402 83 26,756

当期変動額       

新株の発行      4,292

剰余金の配当      △631

親会社株主に帰属
する当期純利益      5,775

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△69 7 105 43 △78 △35

当期変動額合計 △69 7 105 43 △78 9,401

当期末残高 1,400 △18 63 1,446 5 36,157
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当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

     (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,217 7,177 22,311 △0 34,706

会計方針の変更に
よる累積的影響額     -

会計方針の変更を反
映した当期首残高

5,217 7,177 22,311 △0 34,706

当期変動額      

新株の発行 77 77   155

剰余金の配当   △719  △719

親会社株主に帰属
する当期純利益   4,387  4,387

自己株式の取得    △1,246 △1,246

自己株式の消却  △1,246  1,246 -

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

     

当期変動額合計 77 △1,168 3,668 △0 2,577

当期末残高 5,295 6,008 25,979 △0 37,283

 

       

 その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産合計
 

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,400 △18 63 1,446 5 36,157

会計方針の変更に
よる累積的影響額      -

会計方針の変更を反
映した当期首残高

1,400 △18 63 1,446 5 36,157

当期変動額       

新株の発行      155

剰余金の配当      △719

親会社株主に帰属
する当期純利益      4,387

自己株式の取得      △1,246

自己株式の消却      -

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△387 10 102 △273 16 △257

当期変動額合計 △387 10 102 △273 16 2,319

当期末残高 1,012 △7 166 1,172 21 38,477
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年８月１日
　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年８月１日
　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 9,155 6,558

減価償却費 327 369

減損損失 341 91

のれん償却額 442 212

持分法による投資損益（△は益） 96 △552

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 89

賞与引当金の増減額（△は減少） 318 △5

転貸損失引当金の増減額（△は減少） 26 △30

工事損失引当金の増減額（△は減少） △0 △1

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 3 3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 48 △53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 18 7

受取利息及び受取配当金 △6 △2

支払利息 316 494

為替差損益（△は益） △34 △46

投資有価証券売却損益（△は益） 16 3

投資有価証券評価損益（△は益） - 28

固定資産除却損 42 18

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △0 △8

持分変動損益（△は益） △0 △1

売上債権の増減額（△は増加） △1 △441

棚卸資産の増減額（△は増加） 7,696 △28,273

仕入債務の増減額（△は減少） 1,955 791

前渡金の増減額（△は増加） △3,834 4,780

未収消費税等の増減額（△は増加） △114 △1,968

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,748 △1,786

預り金の増減額（△は減少） △1,234 1,011

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △486 △448

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 28 910

その他 985 607

小計 17,858 △17,642

利息及び配当金の受取額 3 0

利息の支払額 △302 △486

法人税等の支払額 △1,870 △4,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,689 △22,790

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △644 △2,176

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 66 160

有形固定資産の取得による支出 △4,849 △609

有形固定資産の売却による収入 25 31

無形固定資産の取得による支出 △165 △187

貸付けによる支出 △328 △799

その他 14 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,881 △3,609
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  （単位：百万円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年８月１日
　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年８月１日
　至　2023年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 374 860

短期借入金の返済による支出 △600 △874

長期借入れによる収入 22,170 37,281

長期借入金の返済による支出 △17,297 △16,950

リース債務の返済による支出 △45 △57

匿名組合出資者からの払込みによる収入 187 -

匿名組合出資金の分配による支出 △803 △442

株式の発行による収入 4,151 -

ストックオプションの行使による収入 1 7

自己株式の取得による支出 - △1,246

配当金の支払額 △631 △718

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,507 17,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,331 △8,514

現金及び現金同等物の期首残高 19,457 36,788

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 36,788 ※１ 28,274
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　10社

主要な連結子会社の名称

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社

ストラテジック・パートナーズ株式会社

ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌtd.

ＣＲＥ(Thailand)Co.,Ｌtd.

株式会社はぴロジ

株式会社ＡＰＴ　他

　匿名組合厚木愛川は、匿名組合契約の終了により、連結の範囲から除外しております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社ストラソルアーキテクト

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除
外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数　28社

主要な持分法適用会社名

株式会社エンバイオ・ホールディングス　他

　Sembcorp Infra Services Quang Ngai Co., Ltd.他９社は新規設立等により、持分法適用の範囲に含
めております。
　株式会社エンバイオC・エナジーは株式を譲渡したため、持分法の適用の範囲から除外しております
が、持分法適用時の損益及び剰余金等は連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含まれている
ため、上記28社に含めております。

(2）持分法を適用していない関連会社（日本パーソナルストレージ株式会社他）は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌtd.及びＣＲＥ(Thailand)Co.,Ｌtd.の決算日は５月31日であり、連結財務諸表の作

成に当たっては、子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。

　ただし、同決算日と連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。

　従来、決算日が６月30日である匿名組合ＣＲＥオーナー積立投資（匿名組合ＣＲＥオーナーファンドから

社名変更）は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に発生した重要な取引については連結上必

要な調整を行っておりましたが、決算日を７月31日に変更しております。この決算期変更に伴う影響は軽微

であります。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　満期保有目的の債券

　　　償却原価法（定額法）

　　その他有価証券

　　　市場価格のない株式等以外のもの

　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　市場価格のない株式等

　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ

　時価法

 

③　棚卸資産

　個別法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
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　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　　　　　　３～50年

　機械装置及び運搬具　　　　　　　６年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④　長期前払費用

　定額法

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　株式交付費

　支出時に全額費用として処理をしております。

②　社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり、定額法にて償却しております。

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する額を計上しておりま

す。

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

④　転貸損失引当金

　マスターリースにおいて転貸差損が将来にわたり発生する可能性が高い転貸物件について翌連結会計

年度以降の損失見込額を計上しております。

⑤　債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しており

ます。

⑥　工事損失引当金

　請負工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末の手持工事のうち損失の発生が見込ま

れ、かつその金額を合理的に見積ることができる工事について損失見込額を計上しております。

 

(5）退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

 

(6）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　工事収入

　土地所有者への資産活用提案によって受注した工事のほか、主にマスターリースや賃貸管理を行って

いる物件に対する工事を行っており、顧客との請負工事契約に基づき物流施設の建設、修営繕、内部造

作及び原状回復等を行う義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が
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充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。ただし、契約における取引開

始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、一定

の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務が充足される引渡し時点において収益を認識しており

ます。

②　PM報酬

　物流施設・商業施設に特化したプロパティマネジメントを展開しており、顧客とのプロパティマネジ

メント契約に基づき当該物件に係る多様な賃貸管理業務を行う義務を負っております。当該契約につい

ては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識してお

ります。

③　仲介報酬

　主として物流施設の賃貸仲介業務を行っており、顧客との媒介契約に基づき借主と貸主の賃貸契約を

成立させるための一連の業務に関する義務を負っております。当該契約については、一時点で履行義務

が充足されると判断し、物件の不動産賃貸借契約が成立した時点において収益を認識しております。

④　不動産販売

　用地の仕入れから建物の施工まで行った物流施設及び保有している収益不動産を顧客へ販売してお

り、不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該契約については、一

時点で履行義務が充足されると判断し、物件の引渡し時点において収益を認識しております。なお、

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（会計制度委員

会報告第15号　2014年11月４日）に基づく不動産の売却収入については、「その他の収益」として収益

を認識しております。

⑤　不動産賃貸

　物流施設を中心としたマスターリース業務を行っており、テナントとの賃貸借契約書に基づき貸主と

して当該物件を適切に使用収益させる義務を負っております。不動産の賃貸収益は、企業会計基準第13

号「リース取引に関する会計基準」に従い会計処理をしており、賃貸借期間にわたり収益を認識してお

ります。

⑥　資産運用報酬

　不動産ファンド、リートの組成・運用アセットマネジメント業務など資産運用委託契約等に基づき運

用を行う義務を負っております。アセットマネジメント業務は、当該契約に基づき一定の期間にわたり

履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。また、物件取得及

び売却等に係るアクイジション業務及びディスポジション業務等については、一時点で履行義務が充足

されると判断し、物件の不動産売買契約が成立した時点において収益を認識しております。

 

(7）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に

含めて計上しております。

 

(8）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しており

ます。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

　ヘッジ対象・・・借入金利息

③　ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれのキャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者の

変動額を基準にして検証しておりますが、特例処理の適用が可能なものについては、検証を省略してお

ります。

 

(9）のれんの償却方法及び償却期間

　その効果が発現すると見積もられる期間（７年７ヶ月間）で均等償却しております。
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(10）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(11）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税については、発生

連結会計年度の期間費用としております。

　　なお、免税事業者である一部の連結子会社は税込方式によっております。

②　匿名組合出資金の会計処理

　　匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「投資有価証券」として計上しており

ます。

　　匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額（関連会

社である匿名組合に係るものを含む）については、「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに同

額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い戻しについては、「投資有価証券」を減額

させております。

③　匿名組合出資預り金の会計処理

　　当社の連結子会社は匿名組合の営業者としての業務を受託しております。匿名組合の財産は、営業者

に帰属することから、匿名組合の全ての財産及び損益は、連結財務諸表に含め、総額にて表示しており

ます。

　　匿名組合出資者からの出資金受入れ時に固定負債の「匿名組合出資預り金」を計上し、匿名組合が獲

得した純損益の出資者持分相当額については、税金等調整前当期純利益の直前の「匿名組合損益分配

額」に計上するとともに同額を固定負債の「匿名組合出資預り金」に加減し、出資金の払い戻しについ

ては、固定負債の「匿名組合出資預り金」を減額させております。
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（重要な会計上の見積り）

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。その作成には、重要な会計方針等に基づき、資産・負債の評価及び収益・費用の認識に影響を

与える見積り及び判断を行っております。これらの見積り及び判断については、過去の実績や現状等を勘案

し、合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる

場合があります。

　連結財務諸表の作成に用いた会計上の見積り及び仮定のうち、特に重要なものは以下の通りです。

 

   棚卸資産の評価

（１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

販売用不動産 2,555 16,214

仕掛販売用不動産 43,981 58,588

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価は、正味売却価額と帳簿価額を比較し算出しております。正味売

却価額は、販売用不動産ごとの販売見込額から販売費を控除し、また仕掛販売用不動産については建築費の今

後の発生見込額を控除して算定しております。

販売見込額は社外の不動産鑑定士の評価に基づいております。

　正味売却価額における主要な仮定は、販売見込額の計算要素となる物件ごとの賃料、稼働率、割引率であ

り、市場環境、リーシング状況、物流施設の立地や主要な仕様・機能等の物件ごとの固有の状況等を総合的に

勘案しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、オンライン消費の拡大や在庫拡大による物流施設需

要の増加が期待されており、当社グループが属する物流不動産市場に与える影響は限定的であると考えており

ます。

　しかしながら、これらの前提条件や仮定に変更が生じ、正味売却価額が減少することとなった場合には、評

価損計上の処理が追加で必要となる可能性があります。
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（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

ことといたしました。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日　企業会計基準委

員会）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日　企業会計基準委

員会）

 

(1）概要

　2018年２月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会計基準第

28号等」）が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への

移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の２つの論点について、企業会計基準28号等の公表後に改め

て検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

　・税金費用の計上区分（その他の包括利益に対する課税）

　・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係る税効果

 

(2）適用予定日

　2025年７月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「法人税、住民税及び事業税に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、

現時点で評価中であります。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収消費税等」(前連結会計年

度118百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

 

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」(前連結会計年度

１百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却益」(前連結会計

年度０百万円)、「持分変動利益」（前連結会計年度０百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記しております。

　前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」(前連結会計

年度42百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「為替差損益（△は益）」(前連結会計年度△34百万円)、「固定資産除却損」(前連結会計年度42百万円)、

「有形及び無形固定資産売却損益（△は益）」(前連結会計年度△０百万円)、「持分変動損益（△は益）」(前

連結会計年度△０百万円)、「未収消費税等の増減額（△は増加）」(前連結会計年度△114百万円)、「未払消

費税等の増減額（△は減少）」(前連結会計年度1,748百万円)」及び「預り金の増減額（△は減少）」(前連結

会計年度△1,234百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「有形固定資産の売却による収入」(前連結会計年度25百万円)」及び「貸付けによる支出」(前連結会計年度△

328百万円)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、未だ不透明な状況が続いているものの、当社グループが属す

る物流不動産市場に与える影響は限定的であると考えております。

　そのため、棚卸資産の評価、固定資産の評価、出資の見積り項目に影響が及ぶ可能性があるものの、その影

響は限定的であると仮定し、会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グ

ループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（多額の資金の借入）

当社は、物流投資事業における開発用地の取得資金に充当するため、下記のとおり、資金の借入契約を締結し

ております。

 

2019年12月30日締結

（1）借入先
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする

コミット型シンジケートローン

（2）借入限度額 51,200百万円

（3）借入金額 21,520百万円

（4）借入コミットメント期間 2020年10月15日から2025年９月30日まで

（5）利率 基準金利＋スプレッド

（6）返済期日 2024年６月28日から2025年９月30日まで

（7）返済方法 期日一括返済

（8）担保提供資産 当該取得用地及び竣工後建物
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2022年３月31日締結

（1）借入先
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする

コミット型シンジケートローン

（2）借入限度額 40,000百万円

（3）借入金額 12,230百万円

（4）借入コミットメント期間 2022年４月28日から2027年７月30日まで

（5）利率 基準金利＋スプレッド

（6）返済期日 2026年７月31日から2027年７月30日まで

（7）返済方法 期日一括返済

（8）担保提供資産 当該取得用地及び竣工後建物
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（連結貸借対照表関係）

　　　　 ※１　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権、契約資産の金額

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

受取手形 19百万円 15百万円

売掛金 253 652

契約資産 298 653

計 572 1,322

 

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

投資有価証券（株式等） 2,870百万円 5,372百万円

 

※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

販売用不動産 766百万円 15,866百万円

仕掛販売用不動産 43,757 57,287

建物及び構築物 1,763 1,675

土地 3,308 3,528

前渡金 4,995 －

計 54,590 78,357

 

　担保付債務

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 43,236 64,704

計 43,236 64,704

 

　４　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

株式会社エンバイオ・ホールディングス 332百万円 －百万円

 

※５　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 131,974百万円 120,500百万円

借入実行残高 40,093 48,553

差引額 91,880 71,946
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（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区別して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１.顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
　　至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日

　　至　2023年７月31日）

給料及び手当 1,512百万円 1,633百万円

賞与 196 190

支払手数料 439 467

賞与引当金繰入額 378 346

役員賞与引当金繰入額 348 295

退職給付費用 46 49

貸倒引当金繰入額 △6 89

 

※３　持分法による投資利益

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　持分法適用会社である株式会社エンバイオ・ホールディングスの株式を追加取得したことに伴って発生

した負ののれん相当額528百万円を計上すると共に、既存ののれん相当額86百万円を一時償却しておりま

す。

 

※４　持分法による投資損失

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　「持分法会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第９号　2018年２月16日）第９項なお書き及び

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（会計制度委員会報告第７号2018年２月16日）

第32項の規定に基づき、持分法適用関連会社に係るのれん相当額179百万円を一時償却しております。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　該当事項はありません。

 

※５　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

建物及び構築物 0百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 － 8

工具、器具及び備品 0 0

計 0 8

 

※６　不動産売買契約違約金

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　当社が買主となっていた不動産売買契約の解約による違約金を計上しております。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　該当事項はありません。
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※７　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

建物及び構築物 37百万円 18百万円

機械装置及び運搬具 0 －

工具、器具及び備品 3 0

その他 1 0

計 42 18

 

※８　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

主な用途 種類 場所

事業用資産
無形固定資産

(その他)
東京都港区

商業施設 リース資産等 千葉県千葉市

　当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位によって資産のグループ化を行いました。

　その結果、当連結会計年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている資産グ

ループ２件について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失を計上し

ました。その内訳は、東京都港区の事業用資産については無形固定資産（その他）223百万円であり、千

葉県千葉市の事業用資産についてはリース資産74百万円、工具、器具及び備品25百万円、無形固定資産

（その他）12百万円、建物及び構築物６百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマ

イナスと見込まれるため、回収可能価額を零として評価しております。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

主な用途 種類 場所

事業用資産
無形固定資産

(その他)
東京都港区

本社及び営業所資産 建物及び構築物等 東京都港区他

　当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位によって資産のグループ化を行いました。

　その結果、当連結会計年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている資産グ

ループ２件について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失を計上し

ました。その内訳は、東京都港区の事業用資産については無形固定資産（その他）82百万円であり、東京

都港区他の本社及び営業所資産については建物及び構築物８百万円、工具、器具及び備品０百万円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマ

イナスと見込まれるため、回収可能価額を零として評価しております。

 

※９　のれん償却額

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

７号）第32項の規定に基づき、株式会社ＡＰＴの株式を減損したことにより、のれんを一時償却しており

ます。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　該当事項はありません。
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（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △85百万円 △555百万円

組替調整額 △0 △0

税効果調整前 △85 △555

税効果額 26 170

その他有価証券評価差額金 △59 △385

為替換算調整勘定：   

当期発生額 17 △23

持分法適用会社に対する持分相当額：   

当期発生額 84 134

組替調整額 0 0

持分法適用会社に対する持分相当額 84 134

その他の包括利益合計 43 △273

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 27,468,800 2,503,000 － 29,971,800

　　（変動事由の概要）

　　・公募増資による増加　　　　　　　　　　　　　　　　 1,802,400株

　　・第三者割当増資による増加　　　　　　　　　　　　　　 627,300株

　　・譲渡制限付株式の付与による増加　　　　　　　　　　　　67,300株

　　・新株予約権の権利行使による増加　　　　　　　　　　　　 6,000株

 

２．自己株式に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 4,311 3,163 － 7,474

　　（変動事由の概要）

　　・譲渡制限付株式の無償取得による増加　　　　　　　　　　 3,163株

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年９月９日

取締役会
普通株式 631 23 2021年7月31日 2021年10月11日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年9月12日

取締役会
普通株式 719 利益剰余金 24 2022年７月31日 2022年10月11日
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当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 29,971,800 127,400 840,000 29,259,200

　　（変動事由の概要）

　　・譲渡制限付株式の付与による増加　　　　　　　　　　　　98,400株

　　・新株予約権の権利行使による増加　　　　　　　　　　　　29,000株

　　・自己株式の消却による減少　　　　　　　　　　　　　　 840,000株

 

２．自己株式に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 7,474 834,971 840,000 2,445

　　（変動事由の概要）

　　・自己株式の取得による増加　　　　　　　　　　　　　　 829,700株

　　・譲渡制限付株式の無償取得による増加　　　　　　　　　　 5,225株

　　・単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　   46株

　　・自己株式の消却による減少　　　　　　　　　　　　　　 840,000株

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年９月12日

取締役会
普通株式 719 24 2022年７月31日 2022年10月11日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2023年９月13日

取締役会
普通株式 731 利益剰余金 25 2023年７月31日 2023年10月10日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

現金及び預金勘定 36,806百万円 28,292百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △17 △18

現金及び現金同等物 36,788 28,274

 

　２　重要な非資金取引の内容

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

保有目的変更による有形固定資産から販売用不動産

への振替額
1,689百万円 －百万円

保有目的変更による有形固定資産から製品への振替

額
126 －
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　有形固定資産

　　主として、不動産管理事業における賃貸物流施設であります。

 

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方法③リース資産」に記載のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のと

おりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度（2022年７月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 768 741 27

 

（単位：百万円）
 

 
当連結会計年度（2023年７月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 768 766 2

 

(2）未経過リース料期末残高相当額

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

１年内 73 6

１年超 6 －

合計 80 6

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

支払リース料 78 78

減価償却費相当額 25 25

支払利息相当額 11 4

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。
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２．オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）
 

　(借主側)
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

１年内 4,923 4,150

１年超 20,428 21,042

合計 25,352 25,193

 

（単位：百万円）
 

　(貸主側)
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

１年内 3,956 4,171

１年超 15,371 13,334

合計 19,327 17,505
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産とし、資金調達については銀行借入により

調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び不動産を資産裏付けとする出資等であり、

市場リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に不動産管理事業における賃貸借契約に係る敷

金及び保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、工事未払金、未払法人税等、未払消費税等及び預り金は、そのほとんどが１

年以内の支払期日です。受入敷金保証金は、主に不動産管理事業における賃貸借契約に係る敷金及び保

証金です。匿名組合出資預り金は、クラウドファンディング事業において投資家が出資した金銭等であ

ります。リース債務は、主として不動産管理事業における賃貸物流施設に係る資金調達を目的としたも

のであります。社債及び借入金は、主に投資及び運転資金等の資金需要に対し必要な資金の調達を目的

としたものであり、返済日は決算日後、最長で９年であります。

　デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ

取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の

評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関す

る事項（8）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、社内規程に従い、営業債権並びに敷金及び保証金について、各事業部門等における

管理責任者が、取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財

務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスク

はほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方不履行によるリスク

は想定しておりません。

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い、決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、

手元流動性を維持することにより流動性リスクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取

引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり

ません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　なお、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、完成工事未収入金、買掛金、工事未払金、短期借

入金、未払法人税等、未払消費税等、預り金については、現金及び短期間で決済されるものであるため、時

価が帳簿価額と近似していることから、社債及びリース債務については、重要性が乏しいことから、記載を

省略しております。

 

前連結会計年度（2022年７月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券    

その他有価証券 4,647 4,647 －

関連会社株式 1,244 730 △513

(2）敷金及び保証金 7,548 7,225 △323

資産計 13,440 12,603 △837

 (1）長期借入金

　（1年内返済予定の長期借入金含む）
51,846 51,854 8

(2）受入敷金保証金 7,975 7,854 △121

負債計 59,821 59,708 △112

 

当連結会計年度（2023年７月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券    

その他有価証券 4,440 4,440 －

関連会社株式 2,910 1,890 △1,020

(2）敷金及び保証金 7,999 7,328 △670

資産計 15,350 13,659 △1,690

 (1）長期借入金

　（1年内返済予定の長期借入金含む）
72,335 72,345 10

(2）受入敷金保証金 8,899 8,649 △250

負債計 81,234 80,994 △239
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（注）市場価格のない株式等、組合出資金等及び匿名組合出資預り金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融

商品の時価情報には含めておりません。

区分
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

市場価格のない株式等 2,185 2,893

組合出資金等（※） 315 315

匿名組合出資預り金 446 －

（※）組合出資金等は、主に、匿名組合出資金であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第31号 2021 年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）第24-16項に従い、時

価開示の対象とはしておりません。

 

（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2022年７月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 36,806 － － －

合計 36,806 － － －

 

当連結会計年度（2023年７月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 28,292 － － －

合計 28,292 － － －

 

２．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2022年７月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 374 － － － － －

社債 － － 3,000 － － －

長期借入金 3,055 16,647 18,456 10,638 2,946 102

リース債務 53 56 56 58 52 66

合計 3,482 16,703 21,512 10,697 2,998 169

 

当連結会計年度（2023年７月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 360 － － － － －

社債 － 3,000 － － － －

長期借入金 20,389 18,315 22,079 10,608 836 105

リース債務 60 60 63 56 48 19

合計 20,809 21,376 22,142 10,665 885 125
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。

 
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

(1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前連結会計年度（2022年７月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券 4,647 － － 4,647

資産計 4,647 － － 4,647

 

当連結会計年度（2023年７月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券 4,440 － － 4,440

資産計 4,440 － － 4,440

 

(2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前連結会計年度（2022年７月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　関連会社株式 730 － － 730

敷金及び保証金 － 7,225 － 7,225

資産計 730 7,225 － 7,955

長期借入金

（1年内返済予定の長期借入金含む）
－ 51,854 － 51,854

受入敷金保証金 － 7,854 － 7,854

負債計 － 59,708 － 59,708
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当連結会計年度（2023年７月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　関連会社株式 1,890 － － 1,890

敷金及び保証金 － 7,328 － 7,328

資産計 1,890 7,328 － 9,219

長期借入金

（1年内返済予定の長期借入金含む）
－ 72,345 － 72,345

受入敷金保証金 － 8,649 － 8,649

負債計 － 80,994 － 80,994

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資　産

(1）投資有価証券

　上場株式の時価については、取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき、レベル１に分類しております。

(2）敷金及び保証金

　敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等適切な指標による

利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

 

負　債

(1）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっており、レベル２に分類しております。

(2）受入敷金保証金

　受入敷金保証金の時価については、返還するまでの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により

算定しており、レベル２に分類しております。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2022年７月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2023年７月31日）

　該当事項はありません。

 

２．その他有価証券

前連結会計年度（2022年７月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 4 4 0

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 4,160 2,123 2,036

小計 4,164 2,127 2,036

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 482 500 △17

小計 482 500 △17

合計 4,647 2,627 2,019

（注）　市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額876百万円）については、上記表には含めておりません。
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当連結会計年度（2023年７月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 4 4 0

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 3,963 2,472 1,490

小計 3,968 2,477 1,490

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 472 500 △27

小計 472 500 △27

合計 4,440 2,977 1,463

（注）　市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額747百万円）については、上記表には含めておりません。

 

３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

種類
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1) 株式 3 － 16

(2) 債券    

　① 国債・地方債等 － － －

　② 社債 － － －

　③ その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 3 － 16
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当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

種類
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1) 株式 153 － 3

(2) 債券    

　① 国債・地方債等 － － －

　② 社債 － － －

　③ その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 153 － 3

 

４．減損処理を行った有価証券

　前連結会計年度において、有価証券について179百万円（関係会社株式179百万円）の減損処理を行って

おります。

　当連結会計年度において、有価証券について28百万円（その他有価証券のその他28百万）の減損処理を

行っております。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、連結子会社の一部では、確定拠出型の制

度として中小企業退職金共済制度に加盟しております。

　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており

ます。

 

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 255百万円 274百万円

退職給付費用 42 48

退職給付の支払額 △24 △40

退職給付に係る負債の期末残高 274 281

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

非積立型制度の退職給付債務 274百万円 281百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 274 281

   

退職給付に係る負債 274 281

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 274 281

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度　42百万円 当連結会計年度　48百万円

 

３．確定拠出制度

　確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度２百万円、当連結会計年度１百万円であります。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

提出会社

 
第２回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　     １名

当社従業員　　　　２名

当社子会社従業員　２名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数

普通株式 380,000株

（注１）

付与日 2014年７月25日

権利確定条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時

においても当社または当社関係会社

の取締役、監査役または従業員であ

ることを要する。ただし、任期満

了・会社都合により退任・退職した

場合を除く。（注２）

対象勤務期間 －

権利行使期間
 自　2016年７月25日

 至　2024年７月24日

（注）１．当社は、2014年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割を、2016年11月１日付及び

2018年８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。ストック・オプ

ションの行使による株式の付与数は、分割後の株式数に換算して記載しております。

　　２．その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予

約権割当契約書」に定めております。

 

連結子会社（株式会社ＡＰＴ）

 
2016年１月15日

ストック・オプション

2021年７月21日

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社子会社取締役 ３名

当社子会社従業員 30名

当社子会社取締役　２名

当社子会社従業員　49名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数

普通株式 180株

 

普通株式 170株

 

付与日 2016年１月29日 2021年７月27日

権利確定条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時

においても当該連結子会社または当

該連結子会社の関係会社の取締役、

監査役、執行役員または従業員であ

ることを要する。ただし、任期満

了・会社都合により退任・退職した

場合を除く。（注）

 新株予約権者は、新株予約権行使時

においても当社または当社関係会社

の取締役、監査役または従業員であ

ることを要する。ただし、任期満

了・会社都合により退任・退職した

場合を除く。（注）

対象勤務期間 － －

権利行使期間
 自　2018年１月30日

 至　2025年12月29日

 自　2023年７月22日

 至　2031年７月21日

（注）その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権

割当契約書」に定めております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2023年７月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

提出会社

 
第２回

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　（株）  

前連結会計年度末 40,000

権利確定 －

権利行使 29,000

失効 －

未行使残 11,000

(注)　当社は、2014年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割を、2016年11月１日付及び2018年

８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。ストック・オプションの数

は、分割後の株式数に換算して記載しております。

 

連結子会社（株式会社ＡＰＴ）

 
2016年１月15日

ストック・オプション
2021年７月21日

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）   

前連結会計年度末 － 158

付与 － －

失効 － －

権利確定 － 158

未確定残 － －

権利確定後　　　（株）   

前連結会計年度末 151 －

権利確定 － 158

権利行使 － －

失効 6 11

未行使残 145 147

 

②　単価情報

提出会社

 
第２回

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 247

行使時平均株価　（円） 1,425

付与日における

公正な評価単価　（円）
－

(注)　当社は、2014年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割を、2016年11月１日付及び2018年

８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。単価情報は分割後の金額に換

算して記載しております。
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連結子会社（株式会社ＡＰＴ）

 
2016年１月15日

ストック・オプション
2021年７月21日

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 400,000 400,000

行使時平均株価　（円） － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
－ －

 

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。

 

３．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源

的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における

本源的価値の合計額

（1）当連結会計年度末における本源的価値の合計額　　12百万円

（2）当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の

合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34百万円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
 

当連結会計年度
（2023年７月31日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 14百万円  45百万円

減損損失 170  167

税務上の繰越欠損金（注２） 316  379

賞与引当金 118  119

転貸損失引当金 17  7

債務保証損失引当金 10  11

投資有価証券 101  110

退職給付に係る負債 83  86

株式報酬費用 44  58

前受収益 14  12

長期前受収益 33  38

資産除去債務 96  92

受入建設協力金 34  30

未払事業税 159  33

定期借地権償却 39  42

その他 110  98

繰延税金資産小計 1,365  1,336

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注２） △316  △379

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △275  △303

評価性引当額小計（注１） △591  △683

繰延税金資産合計 774  652

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △619  △449

資産除去債務に対応する有形固定資産 △49  △42

差入建設協力金 △5  △4

受入建設協力金 △19  △15

関係会社の留保利益 △56  －

その他 －  △4

繰延税金負債合計 △750  △517

繰延税金資産(負債)純額 23  135

　　（注）１．評価性引当額が91百万円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社にお

いて、税務上の繰越欠損金等の発生に伴い評価性引当額を追加認識したことによるものでありま

す。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2022年７月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越

欠損金（※）
51 10 13 13 29 197 316

評価性引当額 △51 △10 △13 △13 △29 △197 △316

繰延税金資産 － － － － － － －

（※） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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当連結会計年度（2023年７月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越

欠損金（※）
11 13 13 29 12 299 379

評価性引当額 △11 △13 △13 △29 △12 △299 △379

繰延税金資産 － － － － － － －

（※） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
 

当連結会計年度
（2023年７月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9  2.4

住民税均等割 0.1  0.2

評価性引当額の増減額 3.0  2.3

子会社税率差異 0.3  0.5

のれん償却 0.8  1.0

持分法投資損益 0.3  △2.6

関係会社の配当可能利益に対する税効果 0.6  △0.9

法人税額の特別控除 △0.0  △0.3

その他 0.1  △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.8  32.9
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（賃貸等不動産関係）

　当社では、東京都、神奈川県その他の地域において、賃貸用の物流施設、商業施設等（土地を含む）を有して

おります。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は312百万円（賃貸収益は売上高に、主

な賃貸費用は売上原価に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は363

百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

連結貸借対照表計上額   

 期首残高 4,074 6,879

 期中増減額 2,805 272

 期末残高 6,879 7,152

期末時価 7,980 8,583

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産の取得（4,590百万円）であり、主な減少

額は棚卸資産への振替（1,689百万円）であります。当連結会計年度の主な増加額は不動産の取得

（519百万円）であり、主な減少額は減価償却費の計上（238百万円）であります。

３．期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。ただ

し、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考

えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっ

ております。また、一部の建物等の償却性資産については、適正な帳簿価額をもって時価とみなして

おります。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
 

不動産管理
事業

物流投資
事業

アセット
マネジメ
ント事業

計

工事収入 1,963 － － 1,963 － 1,963

PM報酬 546 － － 546 － 546

仲介報酬 290 － － 290 － 290

不動産販売 19 25,774 － 25,793 － 25,793

資産運用報酬 － － 1,262 1,262 － 1,262

その他 3,716 75 － 3,791 － 3,791

顧客との契約から

生じる収益
6,536 25,849 1,262 33,648 － 33,648

その他の収益

（注２）
21,521 7,410 146 29,078 7 29,085

外部顧客への

売上高
28,058 33,260 1,408 62,726 7 62,734

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30

日）に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第15号　2014年11月４日）に基づく不動産の売却収入等

が含まれております。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
 

不動産管理
事業

物流投資
事業

アセット
マネジメ
ント事業

計

工事収入 2,620 － － 2,620 － 2,620

PM報酬 639 － － 639 － 639

仲介報酬 154 － － 154 － 154

不動産販売 752 22,291 － 23,044 － 23,044

資産運用報酬 － － 1,321 1,321 － 1,321

その他 2,960 29 － 2,989 － 2,989

顧客との契約から

生じる収益
7,128 22,320 1,321 30,771 － 30,771

その他の収益

（注２）
21,077 90 214 21,382 6 21,388

外部顧客への

売上高
28,205 22,411 1,536 52,153 6 52,159

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30

日）に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第15号　2014年11月４日）に基づく不動産の売却収入等

が含まれております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項（6）重要

な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

  （単位：百万円）

 
当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,002 777

契約資産 141 298

契約負債 1 116

契約資産は、請負工事契約について期末日時点で履行義務を充足しているが、未請求の財またはサービス

に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件

になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、請負工事契約における顧客からの未成工事受入金であり、顧客との契約に基づく履行義務の

充足に先行して受領した対価に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

なお、当連結会計年度の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動や過去の期間に充足した履行義務から

当連結会計年度に認識した収益に重要な事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

  （単位：百万円）

 
当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

期末残高

顧客との契約から生じた債権 777 901

契約資産 298 653

契約負債 116 32

契約資産は、請負工事契約について期末日時点で履行義務を充足しているが、未請求の財またはサービス

に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件

になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、資産活用事業における顧客からの前受金及び請負工事契約における顧客からの未成工事受入

金であり、顧客との契約に基づく履行義務の充足に先行して受領した対価に関するものであります。契約負

債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

なお、当連結会計年度の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動や過去の期間に充足した履行義務から

当連結会計年度に認識した収益に重要な事項はありません。

 

（2）残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の主な事業ごとの総額は、以下のとおりであります。残存履行義務に

ついては概ね７年以内に収益として認識されると見込んでおります。

　なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適

用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

（単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

不動産管理事業 1,636 1,311

アセットマネジメント事業 475 1,038

合計 2,112 2,349
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

　当社グループは、事業活動の特徴を考慮した経営管理上の区分によって、「不動産管理事業」、「物

流投資事業」、「アセットマネジメント事業」の３つを報告セグメントとしております。

　「不動産管理事業」は主に物流施設・商業施設を中心に事業系不動産のマスターリース、リーシン

グ、運営・管理等を行っております。「物流投資事業」は主に物流施設のプランニングから、用地の選

定・購入、開発、売却までを一貫して行っている他、物流施設・商業施設を中心に企画・設計業務等を

行っております。「アセットマネジメント事業」は、不動産ファンドの組成・運用等を行っておりま

す。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務

諸表計上額

（注３） 
不動産管理

事業

物流投資

事業

アセットマネ

ジメント事業
計

売上高         

外部顧客への

売上高
28,058 33,260 1,408 62,726 7 62,734 - 62,734

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

597 2 25 625 18 643 △643 -

計 28,655 33,262 1,434 63,351 26 63,378 △643 62,734

セグメント利益 2,892 7,796 847 11,536 2 11,539 △1,356 10,182

セグメント資産 21,836 53,003 6,526 81,366 866 82,233 36,014 118,248

その他の項目         

減価償却費 286 6 13 306 0 306 20 327

のれん償却額 442 - - 442 - 442 - 442

減損損失 341 - - 341 - 341 - 341

持分法適用会社

への投資額
97 2,716 - 2,813 - 2,813 - 2,813

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

4,997 24 43 5,065 1 5,067 105 5,172

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

　　　２．調整額は以下のとおりであります。

　　　　（１）セグメント利益の調整額△1,356百万円には、セグメント間取引消去△58百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,298百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費等であります。

　　　　（２）セグメント資産の調整額36,014百万円には、セグメント間取引消去△1,074百万円、報告セグメントに配

分していない全社資産37,089百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない

現金及び預金、本社機能に係る資産であります。

　　　　（３）減価償却費の調整額20百万円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額105百万円は、本社機能に係る設備投資額であります。

　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務

諸表計上額

（注３） 
不動産管理

事業

物流投資

事業

アセットマネ

ジメント事業
計

売上高         

外部顧客への

売上高
28,205 22,411 1,536 52,153 6 52,159 - 52,159

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

354 4 20 378 9 388 △388 -

計 28,559 22,416 1,556 52,532 15 52,547 △388 52,159

セグメント利益 2,286 5,302 968 8,557 △99 8,457 △1,309 7,147

セグメント資産 21,235 81,591 6,850 109,677 201 109,879 28,942 138,821

その他の項目         

減価償却費 326 14 6 346 0 346 22 369

のれん償却額 212 - - 212 - 212 - 212

減損損失 91 - - 91 - 91 - 91

持分法適用会社

への投資額
181 5,140 - 5,321 - 5,321 - 5,321

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

683 - 2 685 - 685 107 792

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

　　　２．調整額は以下のとおりであります。

　　　　（１）セグメント利益の調整額△1,309百万円には、セグメント間取引消去81百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,391百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費等であります。

　　　　（２）セグメント資産の調整額28,942百万円には、セグメント間取引消去△23百万円、報告セグメントに配分し

ていない全社資産28,965百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金

及び預金、本社機能に係る資産であります。

　　　　（３）減価償却費の調整額22百万円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額107百万円は、本社機能に係る設備投資額であります。

　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 27,092 物流投資事業・アセットマネジメント事業

合同会社ＣＢ１ 6,463 物流投資事業・アセットマネジメント事業

 

当連結会計年度（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 23,850 物流投資事業・アセットマネジメント事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日）

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日）

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日）

（単位：百万円）

 不動産管理事業 物流投資事業
アセットマネジ
メント事業

その他 全社・消去
連結財務諸表計

上額

当期償却額 442 － － － － 442

当期末残高 848 － － － － 848

 

当連結会計年度（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日）

（単位：百万円）

 不動産管理事業 物流投資事業
アセットマネジ
メント事業

その他 全社・消去
連結財務諸表計

上額

当期償却額 212 － － － － 212

当期末残高 636 － － － － 636

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2022年８月１日 至 2023年７月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

種類
会社等の名称又

は氏名
所在地

資本金又は
出資金

（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連会社
株式会社土地再

生投資

東京都千

代田区
45

物流投資事

業

（所有）

直接40.0

信託受益権

の取得

役員の兼任

信託受益権

の取得

（注2）

1,712
仕掛販売

用不動産
1,712

 

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

種類
会社等の名称又

は氏名
所在地

資本金又は
出資金

（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員 山下　修平 － －
当社代表取

締役

（被所有）

直接1.2

譲渡制限付

株式の付与

譲渡制限付

株式の付与

（注3）

22 － －

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

種類
会社等の名称又

は氏名
所在地

資本金又は
出資金

（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員 山下　修平 － －
当社代表取

締役

（被所有）

直接1.3

譲渡制限付

株式の付与

譲渡制限付

株式の付与

（注4）

46 － －

役員 亀山　忠秀 － －
当社代表取

締役

（被所有）

直接0.6

譲渡制限付

株式の付与

譲渡制限付

株式の付与

（注4）

11 － －

（注）１．上記（ア）～（イ）の金額のうち、取引金額、期末残高には消費税等を含めておりません。

　　　２．取引価格は不動産鑑定評価書や実勢を勘案して決定しております。

　　　３．2018年10月30日開催の第10期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権

としての報酬額について承認をいただき、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東

京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として、2021年11月25日開催の取締役会において決定して

おります。

　　　４．2018年10月30日開催の第10期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権

としての報酬額について承認をいただき、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東

京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として、2022年11月18日開催の取締役会において決定して

おります。

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

　該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

該当事項はありません。

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

１株当たり純資産額 1,206.51円 1,314.43円

１株当たり当期純利益 196.82円 149.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 196.58円 149.30円

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当連結会計年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 5,775 4,387

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益（百万円）
5,775 4,387

期中平均株式数（株） 29,345,622 29,365,217

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 36,163 21,648

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

――――――――― ―――――――――

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年７月31日）
当連結会計年度

（2023年７月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 36,157 38,477

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 5 21

（うち新株予約権（百万円）） （－） （－）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 36,152 38,455

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
29,964,326 29,256,755
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

㈱シーアール
イー

第１回無担保社債
（注）

2021.４.13 3,000 3,000 1.5 なし 2025.４.30

合計 － － 3,000 3,000 － － －

（注）　　連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（百万円）

１年超２年
以内
（百万円）

２年超３年
以内
（百万円）

３年超４年
以内
（百万円）

４年超５年
以内
（百万円）

 

－ 3,000 － － －  

 

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 374 360 0.67 －

１年以内に返済予定の長期借入金 3,055 20,389 1.21 －

１年以内に返済予定のリース債務 53 60 6.26 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 48,790 51,946 1.21 2024年～32年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 290 248 6.78 2024年～30年

合計 52,563 73,004 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 18,315 22,079 10,608 836

リース債務 60 63 56 48

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定

により記載を省略しております。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券報告書

115/145



（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 （百万円） 6,758 13,575 43,109 52,159

税金等調整前

四半期（当期）純利益
（百万円） 92 158 6,005 6,558

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 32 7 4,081 4,387

１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 1.10 0.26 138.81 149.41

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失(△)
（円） 1.10 △0.86 139.30 10.47
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2022年７月31日)
当事業年度

(2023年７月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,862 25,157

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１,※４ 229 ※１,※４ 411

完成工事未収入金 417 305

販売用不動産 ※２,※３ 2,714 ※２,※３ 16,373

仕掛販売用不動産 ※２ 44,100 ※２ 56,521

未成工事支出金 28 18

前渡金 ※２ 5,617 1,037

前払費用 ※４ 1,462 ※４ 1,484

未収消費税等 － 2,058

その他 ※４ 408 ※４ 281

貸倒引当金 △22 △8

流動資産合計 89,819 103,639

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２,※３ 1,214 ※２,※３ 1,212

構築物 31 29

車両運搬具 2 2

工具、器具及び備品 66 60

土地 ※２,※３ 1,284 ※２,※３ 1,618

リース資産 167 141

建設仮勘定 － 15

有形固定資産合計 2,766 3,080

無形固定資産   

のれん 848 636

借地権 93 89

商標権 31 28

ソフトウエア 61 94

その他 1 1

無形固定資産合計 1,036 850

投資その他の資産   

投資有価証券 5,296 4,962

関係会社株式 7,516 11,817

出資金 37 38

破産更生債権等 609 825

長期前払費用 1,182 765

繰延税金資産 34 67

敷金及び保証金 ※４ 7,531 ※４ 7,987

その他 34 34

貸倒引当金 △609 △825

投資その他の資産合計 21,633 25,673

固定資産合計 25,436 29,604

繰延資産   

社債発行費 19 12

繰延資産合計 19 12

資産合計 115,275 133,256
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2022年７月31日)
当事業年度

(2023年７月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※４ 8,419 9,253

工事未払金 560 255

短期借入金 ※４ 800 300

１年内返済予定の長期借入金 ※２,※６ 3,029 ※２,※６ 19,872

リース債務 32 34

未払金 ※４ 118 ※４ 111

未払費用 144 100

前受金 － 32

未払法人税等 2,729 113

未払消費税等 1,780 －

未成工事受入金 116 0

預り金 ※３,※４ 747 ※３,※４ 1,778

前受収益 ※４ 1,759 ※４ 1,835

賞与引当金 372 315

役員賞与引当金 297 249

転貸損失引当金 46 22

資産除去債務 10 －

その他 1 1

流動負債合計 20,964 34,275

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 ※２,※６ 48,130 ※２,※６ 51,050

リース債務 223 188

債務保証損失引当金 ※４ 33 ※４ 37

転貸損失引当金 9 2

退職給付引当金 274 281

資産除去債務 279 281

受入敷金保証金 ※４ 7,975 ※４ 8,899

その他 211 263

固定負債合計 60,136 64,006

負債合計 81,101 98,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,217 5,295

資本剰余金   

資本準備金 5,177 5,255

その他資本剰余金 2,216 970

資本剰余金合計 7,394 6,225

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 20,161 22,437

利益剰余金合計 20,161 22,437

自己株式 △0 △0

株主資本合計 32,772 33,958

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,400 1,015

評価・換算差額等合計 1,400 1,015

純資産合計 34,173 34,974

負債純資産合計 115,275 133,256
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前事業年度

(自　2021年８月１日
　至　2022年７月31日)

 当事業年度
(自　2022年８月１日
　至　2023年７月31日)

売上高 ※１ 59,193 ※１ 48,725

売上原価 ※１ 45,148 ※１ 37,849

売上総利益 14,045 10,875

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 4,275 ※１,※２ 4,401

営業利益 9,769 6,474

営業外収益   

受取利息 ※１ 19 ※１ 18

受取配当金 ※１ 10 ※１ 10

受取保険金 0 34

受取手数料 ※１ 11 ※１ 19

その他 ※１ 3 ※１ 14

営業外収益合計 45 97

営業外費用   

支払利息 ※１ 271 ※１ 420

社債利息 45 45

支払手数料 529 561

貸倒引当金繰入額 ※１ 40 ※１ 333

その他 ※１ 22 ※１ 13

営業外費用合計 907 1,373

経常利益 8,907 5,197

特別利益   

固定資産売却益 － 8

不動産売買契約違約金 565 －

特別利益合計 565 8

特別損失   

関係会社株式評価損 872 259

その他 21 46

特別損失合計 893 305

税引前当期純利益 8,579 4,901

法人税、住民税及び事業税 3,388 1,768

法人税等調整額 △243 136

法人税等合計 3,145 1,905

当期純利益 5,434 2,995
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　2021年８月１日
至　2022年７月31日）

当事業年度
（自　2022年８月１日
至　2023年７月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

賃借料  15,981 35.4 15,988 42.2

不動産販売原価  25,867 57.3 18,292 48.3

工事外注費  1,690 3.7 2,324 6.1

その他諸経費  1,608 3.6 1,244 3.3

合計  45,148 100.0 37,849 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 3,071 3,031 2,216 5,248 15,358 15,358 △0 23,678

当期変動額         

新株の発行 2,146 2,146  2,146    4,292

剰余金の配当     △631 △631  △631

当期純利益     5,434 5,434  5,434

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 2,146 2,146 - 2,146 4,802 4,802 - 9,094

当期末残高 5,217 5,177 2,216 7,394 20,161 20,161 △0 32,772

 

    

 評価・換算差額等
純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,459 1,459 25,137

当期変動額    

新株の発行   4,292

剰余金の配当   △631

当期純利益   5,434

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△58 △58 △58

当期変動額合計 △58 △58 9,036

当期末残高 1,400 1,400 34,173
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当事業年度（自　2022年８月１日　至　2023年７月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 5,217 5,177 2,216 7,394 20,161 20,161 △0 32,772

当期変動額         

新株の発行 77 77  77    155

剰余金の配当     △719 △719  △719

当期純利益     2,995 2,995  2,995

自己株式の取得       △1,246 △1,246

自己株式の消却   △1,246 △1,246   1,246 -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 77 77 △1,246 △1,168 2,276 2,276 △0 1,185

当期末残高 5,295 5,255 970 6,225 22,437 22,437 △0 33,958

 

    

 評価・換算差額等
純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,400 1,400 34,173

当期変動額    

新株の発行   155

剰余金の配当   △719

当期純利益   2,995

自己株式の取得   △1,246

自己株式の消却   -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△384 △384 △384

当期変動額合計 △384 △384 800

当期末残高 1,015 1,015 34,974
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　   満期保有目的の債券

　　 　償却原価法（定額法）

　   子会社株式及び関連会社株式

　　 　移動平均法による原価法

   その他有価証券

　   市場価格のない株式等以外のもの

 　  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

   市場価格のない株式等

　   移動平均法による原価法

　(2) デリバティブ

 時価法

　(3) 棚卸資産

 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　　３～50年

　構築物　　　　　　　　３～40年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

　定額法

 

３．重要な繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費

　支出時に全額費用として処理をしております。

(2) 社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり、定額法にて償却しております。

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務については、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として

処理しております。

 

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる

額を計上しております。

(4) 転貸損失引当金

　マスターリースにおいて転貸差損が将来にわたり発生する可能性が高い転貸物件について翌事業年度

以降の損失見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額（簡便法）に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(6) 債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しており

ます。

 

６．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 工事収入

　土地所有者への資産活用提案によって受注した工事のほか、主にマスターリースや賃貸管理を行って

いる物件に対する工事を行っており、顧客との請負工事契約に基づき物流施設の建設、修営繕、内部造

作及び原状回復等を行う義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が

充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。ただし、契約における取引開

始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、一定

の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務が充足される引渡し時点において収益を認識しており

ます。

(2) PM報酬

　物流施設・商業施設に特化したプロパティマネジメントを展開しており、顧客とのプロパティマネジ

メント契約に基づき当該物件に係る多様な賃貸管理業務を行う義務を負っております。当該契約につい

ては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識してお

ります。

(3) 仲介報酬

　主として物流施設の賃貸仲介業務を行っており、顧客との媒介契約に基づき借主と貸主の賃貸契約を

成立させるための一連の業務に関する義務を負っております。当該契約については、一時点で履行義務

が充足されると判断し、物件の不動産賃貸借契約が成立した時点において収益を認識しております。

(4) 不動産販売

　用地の仕入れから建物の施工まで行った物流施設及び保有している収益不動産を顧客へ販売してお

り、不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該契約については、一

時点で履行義務が充足されると判断し、物件の引渡し時点において収益を認識しております。なお、

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（会計制度委員

会報告第15号　2014年11月４日）に基づく不動産の売却収入については、「その他の収益」として収益

を認識しております。

(5) 不動産賃貸

　物流施設を中心としたマスターリース業務を行っており、テナントとの賃貸借契約書に基づき貸主と

して当該物件を適切に使用収益させる義務を負っております。不動産の賃貸収益は、企業会計基準第13

号「リース取引に関する会計基準」に従い会計処理をしており、賃貸借期間にわたり収益を認識してお

ります。

 

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しており

ます。
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(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

　ヘッジ対象・・・借入金利息

(3) ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれのキャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者の

変動額を基準にして検証しておりますが、特例処理の適用が可能なものについては、検証を省略してお

ります。

 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) のれんの償却方法及び償却期間

　その効果が発現すると見積もられる期間（７年７ヶ月間）で均等償却しております。

(2) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税については、発生

事業年度の期間費用としております。

(3) 匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「投資有価証券」として計上しており

ます。

　匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額について

は、「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの

出資金の払い戻しについては、「投資有価証券」を減額させております。
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（重要な会計上の見積り）

　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。その作成には、重要な会計方針等に基づき、資産・負債の評価及び収益・費用の認識に影響を与える見積

り及び判断を行っております。これらの見積り及び判断については、過去の実績や現状等を勘案し、合理的に

判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合がありま

す。

　財務諸表の作成に用いた会計上の見積り及び仮定のうち、特に重要なものは以下の通りです。

　　棚卸資産の評価

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

販売用不動産 2,714 16,373

仕掛販売用不動産 44,100 56,521

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価は、正味売却価額と帳簿価額を比較し算出しております。正味売

却価額は、販売用不動産ごとの販売見込額から販売費を控除し、また仕掛販売用不動産については建築費の今

後の発生見込額を控除して算定しております。

販売見込額は社外の不動産鑑定士の評価に基づいております。

　正味売却価額における主要な仮定は、販売見込額の計算要素となる物件ごとの賃料、稼働率、割引率であ

り、市場環境、リーシング状況、物流施設の立地や主要な仕様・機能等の物件ごとの固有の状況等を総合的に

勘案しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、オンライン消費の拡大や在庫拡大による物流施設需

要の増加が期待されており、当社グループが属する物流不動産市場に与える影響は限定的であると考えており

ます。

　しかしながら、これらの前提条件や仮定に変更が生じ、正味売却価額が減少することとなった場合には、評

価損計上の処理が追加で必要となる可能性があります。
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（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下、「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

とといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。

 

（表示方法の変更）

（損益計算書）

　前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」（前事業年度０百

万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、未だ不透明な状況が続いているものの、当社グループが属す

る物流不動産市場に与える影響は限定的であると考えております。

　そのため、棚卸資産の評価、固定資産の評価、出資の見積り項目に影響が及ぶ可能性があるものの、その影

響は限定的であると仮定し、会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（多額の資金の借入）

当社は、物流投資事業における開発用地の取得資金に充当するため、下記のとおり、資金の借入契約を締結し

ております。

 

2019年12月30日締結

（1）借入先
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする

コミット型シンジケートローン

（2）借入限度額 51,200百万円

（3）借入金額 21,520百万円

（4）借入コミットメント期間 2020年10月15日から2025年９月30日まで

（5）利率 基準金利＋スプレッド

（6）返済期日 2024年６月28日から2025年９月30日まで

（7）返済方法 期日一括返済

（8）担保提供資産 当該取得用地及び竣工後建物

 

2022年３月31日締結

（1）借入先
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする

コミット型シンジケートローン

（2）借入限度額 40,000百万円

（3）借入金額 12,230百万円

（4）借入コミットメント期間 2022年４月28日から2027年７月30日まで

（5）利率 基準金利＋スプレッド

（6）返済期日 2026年７月31日から2027年７月30日まで

（7）返済方法 期日一括返済

（8）担保提供資産 当該取得用地及び竣工後建物
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（貸借対照表関係）

 　　　 ※１　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権、契約資産の金額

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

受取手形 1百万円 －百万円

売掛金 67 241

契約資産 160 169

計 229 411

 

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

販売用不動産 766百万円 15,866百万円

仕掛販売用不動産 43,876 55,220

建物 647 653

土地 268 468

前渡金 4,995 －

計 50,553 72,208

 

　担保付債務

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 40,244 59,796

計 40,244 59,796

 

※３　金融取引として会計処理した資産及び負債

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

販売用不動産 158百万円 158百万円

建物 47 47

土地 302 302

預り金 510 510

 

※４　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

短期金銭債権 368百万円 201百万円

長期金銭債権 10 10

短期金銭債務 1,028 522

長期金銭債務 43 48

 

　５　保証債務

（1）連結子会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌtd. － 1,153
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（2）連結子会社間の借入金に対し、債務保証を行っております。

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

匿名組合厚木愛川 87百万円 －百万円

匿名組合ＣＲＥオンラインファンド 355 －

 

（3）関係会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

株式会社エンバイオ・ホールディングス 332百万円 －百万円

 

※６　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2022年７月31日）
当事業年度

（2023年７月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 131,900百万円 120,500百万円

借入実行残高 40,019 48,553

差引額 91,880 71,946

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社に対する主な取引高は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2021年８月１日
　　至　2022年７月31日）

　当事業年度
（自　2022年８月１日

　　至　2023年７月31日）

営業取引による取引高   

売上高 591百万円 66百万円

仕入高 394 210

販売費及び一般管理費 89 77

営業取引以外の取引高 86 393

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45％、当事業年度50％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度55％、当事業年度50％であります。

　　　なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2021年８月１日
　　至　2022年７月31日）

　当事業年度
（自　2022年８月１日

　　至　2023年７月31日）

給料及び手当 1,153百万円 1,266百万円

賞与 103 138

支払手数料 244 266

賞与引当金繰入額 372 290

役員賞与引当金繰入額 297 249

退職給付費用 44 48

減価償却費 69 78

貸倒引当金繰入額 △7 △9

のれん償却額 212 212
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（有価証券関係）

１．子会社株式及び関連会社株式

　前事業年度（2022年７月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

関連会社株式 1,020 730 △289

 

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

　区分 　貸借対照表計上額（百万円）

　子会社株式 1,621

　関連会社株式 226

 

　当事業年度（2023年７月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

関連会社株式 2,095 1,890 △204

 

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

　区分 　貸借対照表計上額（百万円）

　子会社株式 2,552

　関連会社株式 203

 

２．減損処理を行った有価証券

　前事業年度（2022年７月31日）

　当事業年度において関連会社株式の減損処理を行っており、関係会社株式評価損872百万円を計上しております。

 

　当事業年度（2023年７月31日）

　当事業年度において関連会社株式の減損処理を行っており、関係会社株式評価損259百万円を計上しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2022年７月31日）
 

当事業年度
（2023年７月31日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 193百万円  255百万円

減損損失 29  28

賞与引当金 113  96

転貸損失引当金 17  7

退職給付引当金 83  86

株式報酬費用 38  49

債務保証損失引当金 10  11

投資有価証券 101  110

関係会社株式 417  545

前受収益 14  12

長期前受収益 33  38

資産除去債務 88  86

受入建設協力金 34  30

未払事業税 141  16

定期借地権償却 39  42

その他 79  82

繰延税金資産小計 1,438  1,500

評価性引当額 △716  △921

繰延税金資産合計 722  578

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △618  △448

資産除去債務に対応する有形固定資産 △45  △38

差入建設協力金 △5  △4

受入建設協力金 △19  △15

販売用不動産 -  △4

繰延税金負債合計 △688  △511

繰延税金資産(負債)純額 34  67

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

(2022年７月31日)
 

当事業年度

(2023年７月31日)

法定実効税率 30.6％  30.6％ 

(調整)      

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5   4.2  

住民税均等割 0.1   0.2  

評価性引当額の増減額 3.4   4.2  

法人税額の特別控除 △0.0   △0.4  

その他 0.0   0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7   38.9  

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項（収益認識

関係」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形

固定

資産

建物 1,214 149 28 121 1,212 1,538

構築物 31 2 0 4 29 441

車両運搬具 2 5 0 6 2 47

工具、器具及び

備品
66 22 2 26 60 121

土地 1,284 333 － － 1,618 －

リース資産 167 － － 26 141 322

建設仮勘定 － 15 － － 15 －

計 2,766 529 31 184 3,080 2,471

無形

固定

資産

のれん 848 － － 212 636 636

借地権 93 － － 3 89 5

商標権 31 1 － 4 28 14

ソフトウエア 61 55 0 23 94 154

その他 1 － － 0 1 0

計 1,036 57 0 242 850 810

　（注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

               土地　　　　　　　　　　　　賃貸不動産　　　　　 　　200百万円

               建物　　　　　　　　　　　　賃貸不動産　　　　　 　　 72百万円

　　　　２. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　売却　　　　　　　　 　　 14百万円

 

 

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 631 219 16 833

賞与引当金 372 315 372 315

役員賞与引当金 297 249 297 249

転貸損失引当金 55 25 55 25

債務保証損失引当金 33 3 － 37

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年８月１日から翌年７月31日まで

定時株主総会 毎年10月

基準日 毎年７月31日

剰余金の配当の基準日
毎年１月31日

毎年７月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り（注１）  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

公告掲載URL

https://www.cre-jpn.com/

株主に対する特典   該当事項はありません。

　　(注)１．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

　　　　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　　（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　　（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第14期）（自　2021年８月１日　至　2022年７月31日）2022年10月27日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

　2022年10月27日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第15期第１四半期）（自　2022年８月１日　至　2022年10月31日）2022年12月13日関東財務局長に提出

（第15期第２四半期）（自　2022年11月１日　至　2023年１月31日）2023年３月16日関東財務局長に提出

（第15期第３四半期）（自　2023年２月１日　至　2023年４月30日）2023年６月13日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

　2022年11月1日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）に基づく臨時報告書であり

ます。

　2022年11月18日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（譲渡制限付株式報酬としての新株式発行）に

基づく臨時報告書であります。

(5）臨時報告書の訂正報告書

　2022年11月24日関東財務局長に提出

　2022年11月18日提出の臨時報告書（譲渡制限付株式報酬としての新株式発行）に係る訂正報告書でありま

す。

(6）自己株券買付状況報告書

　報告期間（自　2022年10月１日　至　2022年10月31日）2022年11月７日関東財務局長に提出

　報告期間（自　2022年11月１日　至　2022年11月30日）2022年12月５日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 2023年10月26日

株式会社　シーアールイー  

　取　締　役　会　御中  

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 根　津　美　香

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 八　幡　正　博

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーアールイーの2022年８月１日から2023年７月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社シーアールイー及び連結子会社の2023年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

販売目的で保有する不動産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社及び連結子会社は、【注記事項】（重要な会計上の

見積り）に記載されているとおり、販売目的で保有する物

流施設及びその開発用地（以下「販売用不動産等」とい

う。）を、連結貸借対照表に販売用不動産として16,214百

万円、仕掛販売用不動産として58,588百万円計上してお

り、総資産の54％を占める割合となっている。

　販売用不動産等は、将来における市況の変化、資材価格

の高騰、金利の上昇、開発やリーシングの遅延などのリス

クに晒されており、販売価格の下落等に起因し、評価損が

発生する可能性がある。

　販売用不動産等の評価は、正味売却価額と帳簿価額を比

較して行われる。正味売却価額は、物件ごとの販売見込額

から販売費を控除し、また開発中の物件については建築費

の今後の発生見込額を控除して算定される。販売見込額は

社外の不動産鑑定士の評価に基づいており、評価額の算定

は仮定と判断を伴うものである。

　正味売却価額における重要な仮定は、販売見込額の計算

要素となる物件ごとの賃料、稼働率、割引率であり、物流

施設は立地や主要な仕様・機能等の物件ごとの固有の状況

やリスク要因を考慮する必要があるため、仮定の主観性は

相対的に高くなる。

　さらに、販売用不動産等の評価は、１物件当たりの規模

が大きく、評価損が発生した場合には財務諸表への潜在的

な影響が大きい。

　よって、当監査法人は、販売目的で保有する不動産の評

価を監査上の主要な検討事項と判断した。

　当監査法人は、販売用不動産等の評価損計上の判定を検

証するために、主に以下の監査手続を実施した。

・今後の販売用不動産等に係る開発・販売方針及びリーシ

ング状況を確かめるために、経営管理者への質問を実施

した。

・販売見込額の低下の有無を確かめるために、全ての販売

用不動産等について、正味売却価額と帳簿価額の比較を

実施した。

・取引スキームの把握や特殊な条件の有無を確かめるため

に、取締役会議事録、投融資委員会議事録及びユニット

リーダー会議議事録を閲覧した。

・不動産鑑定評価書又は不動産調査報告書の閲覧を行い、

評価に係る重要な仮定である賃料、稼働率、割引率の設

定根拠を、外部機関の公表情報及び類似の事例等との比

較を実施した。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーアールイーの

2023年７月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社シーアールイーが2023年７月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2023年10月26日

株式会社　シーアールイー  

　取　締　役　会　御中  

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 根　津　美　香

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 八　幡　正　博

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーアールイーの2022年８月１日から2023年７月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

シーアールイーの2023年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

販売目的で保有する不動産の評価

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（販売目的で保有する不動産の評価）と同一内容

であるため、記載を省略している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容
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　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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